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次
に
、
人
が
こ
の
世
に
あ
っ
て
遭
遇
す
る
「
三
つ
の
敵
」
の
問
題
と
の

関
連
か
ら
十
戒
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
る
。

有
此
三
仇

0

0

、
所
以
我
們

0

0

爲
惡
最
易
、
爲
善
最
難
也
。
世
人
亦

0

0

0

大

都

被
三
仇

0

0

引
去
。
入
了
地
獄
、
豈
不
辜
負
了　

天
主
生
人
的
聖
意
。
所

以
古
時

0

0　

天
主
降
下
十
戒

0

0

來
、
使
人0

遵
守
、
使
人0

不
被
這
三
仇
誘

去
。

人
真
能
守
定
十
戒

0

0

、
無
所
干

者
、
必
定
不
被
三
仇
引
去
、

必
定
可
升
天
堂
、
免
堕
地
獄
也
（
三
葉
裏
―
四
葉
表
。
傍
点
、
訳
者

注
。
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、
以
下
同
じ
）。

　

こ
の
「
三
つ
の
敵
」（「
三
仇
」）、
す
な
わ
ち
肉
体
（「
肉
身
」）、
世
俗

（「
世
俗
」）、
悪
し
き
霊
（「
魔
鬼
」）
の
三
者
が
あ
る
の
で
、
神
を
信
ず
る

者
は
悪
を
な
す
の
が
最
も
容
易
で
あ
り
、
善
を
な
す
の
が
最
も
困
難
な
の

で
あ
る
。
世
の
中
の
人
々
も
ま
た
大
体
こ
の
「
三
つ
の
敵
」
に
誘
導
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
、
地
獄
に
落
ち
た
と
な
る
と
、
主
な
る
神
に
よ
る
人
の
創

造
の
意
図
に
悖
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
古
い
時
代
に
主
な
る
神
は

十
戒
を
地
上
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
人
が
十
戒
に
従
っ
て
生
活
し
、
こ

の
「
三
つ
の
敵
」
に
誘
惑
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
も
し
人
が
堅
く
十
戒

に
立
っ
て
歩
み
こ
れ
に
背
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
決
し
て
「
三
つ
の
敵
」

に
引
っ
ぱ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
か
な
ら
ず
や
天
国
に
入
り
地
獄
に
落
ち

る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
「
我
們
」
と
「
世
人
」
が
対
比
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
用
い
ら
れ

て
い
る
「
我
們
」
は
旧
約
聖
書
以
来
の
主
な
る
神
を
信
じ
る
人
た
ち
を
指

す
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
箇
所
に
出
て
来
る
「
我
們
」

（
一
葉
表
第
五
行
、
七
行
、
八
行
、
一
葉
裏
第
四
行
、
六
行
、
七
行
、
八

行
、
九
行
、
二
葉
表
第
四
行
、
二
葉
裏
第
二
行
、
三
葉
表
第
八
行
、
三
葉

裏
第
一
行
、
六
葉
表
第
九
行
）
と
い
う
語
は
こ
の
箇
所
の
「
我
們
」
と
い
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う
語
ほ
ど
に
指
し
示
す
範
囲
が
限
定
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ら
は
大
ま
か
に
言
っ
て
―
二
葉
裏
第
二
行
の
用
例
を
除
く
―
一
般
的
な

意
味
で
の
人
間
を
指
す
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

他
方
こ
こ
で
「
我
們
」
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

「
世
人
」
と
い
う
語
は
主
な
る
神
を
信
じ
な
い
こ
の
世
の
人
た
ち
を
指
す

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
「
世
人
」
の
直
後
に
「
亦
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
な
る
神
を
信
じ

な
い
者
だ
け
で
は
な
く
、
主
な
る
神
を
信
ず
る
者
も
ま
た
「
三
つ
の
敵
」

か
ら
の
誘
惑
を
免
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
古
い
時
代
」（「
古
時
」）
と
い
う
の
は
「
旧
約
聖
書
が
伝
え
る
一
〇
カ

条
の
戒
め
〔
出
二
〇
；
申
五
〕」（
関
根
清
三
「
十
戒
」『
岩
波
キ
リ
ス
ト

教
辞
典
』、
四
七
五
頁
）
を
「
神
が
シ
ナ
イ
山
で
モ
ー
セ
を
通
し
て
イ
ス

ラ
エ
ル
に
授
け
た
」（
同
辞
典
、
同
頁
）
と
さ
れ
る
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
同
辞
典
所
収
の
「
年
表
」
に
よ
れ
ば
、「
エ
ジ
プ
ト

脱
出
、
荒
野
放
浪
」（
一
二
七
七
頁
）
の
紀
元
前
十
三
世
紀
の
出
来
事
で

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

A
lbert H

artm
ann

に
よ
れ
ば
、「
聖
書
の
十
誡

0

0

の
特
徴
は
そ
の
全
體
の

中
に
あ
り
、
そ
の
掟
は
明
確
で
本
質
的
な
も
の
に
限
ら
れ
、
一
神
教
的
神

0

0

0

0

0

觀
念
に

0

0

0

0

へ
ら
れ

0

0

0

內0

的
に
統
括
さ
れ
て
ゐ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
…
…
そ
れ
は
元
來
一
定
の

民
族
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
國
民
的
制
約
を
有
せ
ず
、
個
人
の

倫
理
的
努
力
と
同
時
に
全
人

0

0

類0

の
倫
理
的
發
達
の

0

0

0

0

0

0

0

0

當
な
基
礎

0

0

0

0

を
な
し
て

ゐ
る
。」（「
掟
」
Ⅰ
．〔
天
主
の
十
誡
〕
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』

Ⅰ
、
二
九
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
十
戒
は
一
神
教
の
立
場
に
根
差
し
た

諸
民
族
を
通
貫
す
る
普
遍
的
で
根
幹
的
な
倫
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
倫

理
が
古
い
時
代
に
神
か
ら
人
間
に
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。『
天
主
聖
像

略

』
の
「
古
時　

天
主
降
下
十
戒
來
」
と
い
う
記
述
の
持
つ
意
味
は
大

そ
う
重
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
続
す
る
語
句
は
、「
使
人0

遵
守
、
使
人0

不
被
這
三
仇
引
誘
去
」
と
な
っ
て
い
る
。
十
戒
を
守
る
べ
き
主
体
は
「
人
」

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
人
」
は
特
定
の
部
類
の
人
間
を
指
す
の
で
は
な

く
、
人
類
全
体
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

那
十
戒
在　

天0

主0

教
要

0

0

上
、
只
説
得
箇
題
目
、
中
間
還
有
道
理
。
要

暁
得
、
畢
竟
要
與
傳
教
的
仔
細
講

、
方
得
明
白
、
方
能
遵
守
（
四

葉
表
）。

　

こ
の
十
戒
は
『
天
主
教
要
』
で
は
十
箇
条
の
文
が
た
だ
そ
の
ま
ま
記
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
十
戒
の
お
の
お
の
に
は
そ
の
内
部
に
さ
ら
に

テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
理
論
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
宣
教
従
事
者
に
よ
る
詳
し
い
説
明
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
十
戒
の
一
つ
一
つ
に
籠
め
ら
れ
た
教
え
を
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
十
戒
に
基
づ
い
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、「
那
十
戒
在　

天
主
教
要
上
、
只
説
得
箇
題
目
」
と
あ
る
。

徐
宗
澤
『
明
清
耶
穌
会
士
訳
著
提
要
』（
上
海
世
紀
出
版
集
団
）
の
「
天

主
教
要
」
の
項
に
は
、「
耶
穌
会
共
訳
、
直
会
傅
汎
際
准
。」（
一
二
〇
頁
）

と
あ
る
。Furtado

が
副
管
区
長
で
あ
っ
た
と
き
に
編
集
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
（Pfister, N

otices biographiques et bibliographiques , Tom
e I, 

P.153

）。
彼
は
一
六
一
八
年
に
来
華
し
て
い
る
（『
訳
著
提
要
』、
二
七
八
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頁
）。

　
『
聖
像
略

』
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
『
天
主
教
要
』
はFurtado

が
編

集
す
る
以
前
に
出
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
聖
教
要
緊
的
道
禮
』

（
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
漢
籍
第
七
〇
四
六
番
）
の
「
浙
江
杭
州
府　

天

主
堂
刊
書
板
目
録
」
に
は
『
天
主
教
要
』
と
『
教
要
解
畧
』
が
出
て
来

る
。
杭
州
は
南
京
に
ほ
ど
近
い
。『
聖
像
略

』
に
挙
げ
る
『
天
主
教
要
』

は
こ
の
目
録
の
中
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

実
際
は
王
豐
肅
述
『
天
主
教
要
解
略
』
上
巻
の
十
二
葉
表
か
ら
十
三
葉

表
ま
で
が
こ
の
記
述
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
十
戒
に
つ
い
て

の
「
解
略
」
の
箇
所
は
十
三
葉
表
か
ら
二
十
五
葉
表
ま
で
で
あ
る
。

　

こ
の
『
天
主
教
要
解
略
』
の
十
戒
と
そ
の
「
解
略
」
の
箇
所
が
合
わ

さ
っ
た
も
の
が
『
天
主
聖
像
略

』
と
一
緒
に
な
っ
た
形
で
西
國
王
泰
隱

先
生
述
『
天
學
十
誡
解
略
』
と
い
う
題
名
で
欽
一
堂
か
ら
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
『
聖
像
略

』
も
ま
た
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
手
に
な
る
こ

と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
天
學
十
誡
解
略
』
に
は
一
六
二
四
年
（
天
啓
四
年
）
の
葉
向
高
の
序

が
附
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ア
レ
ニ
（A

leni

）
は
フ
ィ
ス

テ
ル
（Pfister

）
の
『
明
清
間
在
華
耶
蘇
会
士
列
伝
（
一
五
五
二
―

一
七
七
三
）』（
梅
乗
騏
・
梅
乗
駿
訳
）（
天
主
教
上
海
教
区
光
啓
社
、

一
九
九
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
六
二
四
年
（
天
啓
四
年
）
に
閣
老
の
葉
向

高
が
郷
里
の
福
建
に
隠
棲
す
る
た
め
に
帰
る
道
す
が
ら
杭
州
に
て
ア
レ
ニ

に
会
い
彼
に
同
行
を
促
し
た
。
ア
レ
ニ
は
そ
れ
を
受
け
容
れ
、
一
六
二
五

年
（
天
啓
五
年
）
に
福
州
に
入
っ
て
い
る
（
一
四
九
頁
。N

otices 

biographiques et bibliographique sur les Jésuites de l’ancienne 

m
ission de C

hine 1552-1773 , tom
e I, p.128

）。

　

こ
の
序
に
は
、「
天
啓
四
年
秋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
西
學
十
誡
初

序
」、
六
葉
表
）。
こ
れ
か
ら
『
天
學
十
誡

略
』
の
出
版
の
時
期
と
葉
向

高
が
ア
レ
ニ
に
出
会
っ
た
時
期
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ア
レ
ニ
（
一
五
八
二
年
―
一
六
四
九
年
。
一
六
〇
〇
年
、
イ
エ
ズ
ス
会

入
会
、
一
六
一
三
年
来
華
、
一
六
二
四
年
四
月
二
十
一
日
誓
願
）（
前
掲

『
列
伝
』、
一
四
七
頁
。
原
著
、
一
二
六
頁
）
は
一
六
一
三
年
（
万
暦

四
十
一
年
）
に
中
国
本
土
に
入
り
、
北
京
に
派
遣
さ
れ
た
後
、
間
も
な
く

徐
光
啓
と
共
に
上
海
に
赴
き
、
揚
州
で
宣
教
に
従
事
し
た
。
一
六
一
五
年

（
万
暦
四
十
三
年
）
か
ら
一
六
一
六
年
（
万
暦
四
十
四
年
）
ま
で
そ
こ
で

活
動
し
て
い
る
（
同
書
、
一
四
八
頁
。
原
著
、
一
二
六
頁
）。

　

一
六
一
五
年
（
万
暦
四
十
三
年
）
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
天
主
教
要
解

略
』
が
世
に
出
た
年
で
あ
る
。
揚
州
は
揚
子
江
を
は
さ
ん
で
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー

ニ
の
い
た
南
京
の
北
東
の
方
向
に
あ
る
。
揚
州
は
南
京
か
ら
ほ
ど
近
い
と

こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
ア
レ
ニ
と
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
と
も
に
イ
タ
リ
ア

人
で
も
あ
っ
た
。
ア
レ
ニ
が
宣
教
活
動
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
て
南
京
の

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
を
訪
れ
た
こ
と
は
充
分
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

　

ア
レ
ニ
は
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
南
京
訪
問
を
介
し
て
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ

の
『
天
主
教
要
解
略
』
の
出
版
事
情
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
十
戒
の
「
解
略
」
の
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る
『
敬
聖
像

論
』
と
『
天
主
聖
像
略

』
と
の
間
の
関
係
を
も
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
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い
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
造
物
主
垂
象
略
説
』
に
は
版
本
が
複
数
あ
る
。
そ
の
う
ち
徐
光
啓
述

『
造
物
主
垂
象
畧
說
』（
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
本
『
天
主
敎
東
傳
文

獻
三
編
』
第
二
冊
、
臺
灣
學
生
書
局
）
に
は
、「
天
主
降
生
于
千
六
百
一

十
五
年
之
前
」（
五
葉
表
〔
五
五
七
頁
〕）
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
『
垂
象
畧

說
』
が
世
に
出
た
の
は
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
を
紀
元
一
年
と
す
れ
ば

一
六
一
六
年
（
万
暦
四
十
四
年
）
の
頃
で
あ
ろ
う
。

　

ド
ゥ
ー
デ
ィ
ン
ク A

d D
udink

氏
の
論
文“ The Im

age of X
u G

uangi 

as A
uthor of C

hristian texts”
（Statecrafts and intellectual renew

al in 

late M
ing C

hina , B
rill, 2001

）
の
注
の
九
十
一
の
箇
所
で
、
内
閣
文
庫

の
『
天
主
聖
像
略

』
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
天
主
教
要
解
略
』
の
「
十

戒
」
の
部
分
を
取
り
出
し
た
も
の
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
『
解
略
』
の
第
一
戒
の
箇
所
で
『
敬
聖
像
論
』
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
『
敬
聖
像
論
』
は
『
天
主
聖
像
略

』
を
指
し
て
い
る
可
能

性
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
『
天
主
聖
像
略

』
が
『
天
主
十
誡
解
略
』
に

附
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
（
一
二
七
頁
）。
こ
れ
に
つ
い
て

少
し
考
え
て
み
た
い
。

　

ア
レ
ニ
は
徐
光
啓
と
葉
向
高
と
関
わ
り
が
あ
る
。
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の

『
天
主
教
要
解
略
』
が
世
に
出
た
一
六
一
五
年
（
万
暦
四
十
三
年
）
に
は

徐
光
啓
は
天
津
に
い
た
よ
う
で
あ
る
（「
附
録
一　

徐
光
啓
大
事
年
表
」

王
重
民
著
、
何
兆
武
校
訂
『
徐
光
啓
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一

年
、
一
七
八
頁
）。
ア
レ
ニ
は
一
六
一
五
年
（
万
暦
四
十
三
年
）
以
前
に

著
わ
さ
れ
た
『
敬
聖
像
論
』
の
文
章
を
天
津
在
住
の
徐
光
啓
に
見
せ
て
そ

れ
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
徐

光
啓
の
意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
も
と
の
『
敬
聖
像
論
』
と
は
内
容
上
の

若
干
の
変
更
が
生
じ
、
新
た
に
『
造
物
主
垂
象
畧
說
』
と
題
し
て
世
に
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
『
垂
象
畧

說
』
は
『
敬
聖
像
論
』
の
文
章
を
ほ
と
ん
ど
改
変
す
る
こ
と
な
く
そ
の
上

に
徐
光
啓
の
文
章
を
新
た
に
書
き
加
え
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　

ア
レ
ニ
は
『
敬
聖
像
論
』
が
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
『
天
主
教
要
解
略
』
に

お
い
て
十
戒
を
解
説
す
る
箇
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
『
天
主
聖
像
略

』
は
大
体
に
お

い
て
『
敬
聖
像
論
』
と
内
容
上
で
骨
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ

得
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
教
要
解
略
』
の
中
の
十
戒
に
関
す
る
箇
所
と

『
聖
像
略

』
を
併
せ
て
十
戒
を
主
題
と
す
る
一
冊
の
本
と
し
て
世
に
送

る
こ
と
を
ア
レ
ニ
は
思
い
巡
ら
し
、
そ
の
実
現
の
方
途
を
考
え
た
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

彼
は
一
六
二
五
年
（
天
啓
五
年
）
の
中
頃
、
福
建
の
福
州
に
最
初
に
宣

教
に
入
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
明
清
間
在
華
耶
蘇
会
士

列
伝
』、
一
四
九
頁
〔
原
著, p.128

〕。
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
の
こ
の
箇
所
は

少
し
理
解
に
苦
し
ん
だ
。
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
管
区
長
補
佐
山
岡
三
治
神
父

様
の
ご
教
示
に
拠
っ
た
。
記
し
て
感
謝
す
）。『
天
學
十
誡
解
略
』
を
出
し

た
欽
一
堂
は
福
建
福
州
市
に
あ
る
（
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
漢
籍
第

七
〇
四
六
番
『
聖
教
要
緊
的
道
禮
』。
そ
こ
に
は
「
福
建
福
州
府　

欽
一

堂
刊
書
板
目
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
欽
一
堂
で
出
版
さ
れ
た
書
物
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
）。
と
す
れ
ば
、
ア
レ
ニ
が
現
実
的
に
欽
一
堂
に
『
天
學
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十
誡
解
略
』
の
出
版
を
働
き
か
け
た
可
能
性
も
低
く
な
い
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
彼
が
葉
向
高
に
『
西
學
十
誡
初
解
』
の
序

の
執
筆
を
依
頼
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
得
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
憶
測
は
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
が
『
敬
聖
像
論
』
の
作
者
で
あ
る
こ

と
、
並
び
に
ア
レ
ニ
が
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
不
確
か
の
極
み
は
免
れ
な
い
。

古
時　

天
主
雖
然
降
下
十
戒

0

0

、
有
許
多
聖
賢
講

、
勸
人
遵
守
、
却

因
這0

聖
賢

0

0

都
是
人
、
他
無0

有0

力
量
赦
免
得
天
下
萬
世
的
罪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

過0

、
到
這

聖
賢
自
家
身
上

0

0

0

0

0

有0

的
罪

0

0

過0

、
更
不
是
自
家
赦
免
得
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
所
以　

天

主
自
家
降
生
爲
人
、
傳
受
大0

道0

、
把
自
家
身
子
贖
了
天
下
萬
世
人
的

罪
過
、
然
後
人
得
升
于
天
堂
、
其

惡
爲
善
、
免
于
地
獄
都
不
難

（
四
葉
表
裏
）。

　

古
い
時
代
に
主
な
る
神
は
十
戒
を
世
に
伝
え
、
多
く
の
聖
人
と
賢
者
が

十
戒
に
つ
い
て
説
明
し
こ
れ
に
基
づ
い
て
生
活
す
る
よ
う
に
促
し
求
め
た

の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
聖
人
と
賢
者
は
い
ず
れ
も
人
間
で
あ
っ
た
の

で
、
世
界
中
の
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
人
々
の
罪
を
赦
す
こ
と
の
出
来

る
力
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
自
身
が
こ
れ
ま
で
犯
し
て
来
た
罪
を
も

自
分
の
力
で
は
赦
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
主
な
る
神
は
地

上
に
人
と
し
て
生
ま
れ
「
大
道
」
を
伝
え
、
自
分
の
か
ら
だ
を
も
っ
て
世

界
中
の
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
人
々
の
罪
を
贖
っ
た
。
こ
れ
以
降
、

人
々
は
天
国
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
悪
し
き
行
な
い
を
改

め
善
き
業
を
な
す
こ
と
や
地
獄
に
落
ち
な
い
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
十
戒
」
と
い
う
語
は
十
戒
そ
の
も
の
を
指

す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
広
く
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
道
德
・
祭
式
・
法
律

生
活
を
規
律
す
る
モ
イ
ゼ
五
書
に
於
け
る
諸
法
規
で
あ
る
。」（H

. Junker

「
律
法
」
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅴ
、
三
七
七
頁
）
と
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
「
律
法
」（‘ Lex M

osaica’

）（
同
頁
）
を
指
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ナ
ル
ド
・
Ｋ
・
マ
ッ
キ
ム
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
用

語
辞
典
』（
高
柳
俊
一
・
熊
澤
義
宣
・
古
屋
安
雄
監
修
）（
日
本
キ
リ
ス
ト

教
団
出
版
局
）
の
「
律
法
」
の
項
に
は
、「
旧
約
聖
書
の
法
に
は
十
戒

0

0

（
出
20
章
）
や
、
モ
ー
セ
五
書
、
律
法
（Torah

）
に
書
か
れ
て
い
る
様
々

な
儀
式
の
決
ま
り
ご
と
が
含
ま
れ
る
。」（
四
二
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

十
戒
は
「
律
法
」
の
範
囲
の
中
に
あ
る
。

　

ま
た
、「
大
道
」
と
い
う
語
は
中
国
思
想
の
基
礎
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。

『
大
漢
和
辞
典
』
巻
三
の
「
大
道
」
と
い
う
項
で
は
「
天
地
の
理
法
に
本

づ
く
人
類
の
大
道
。
人
の
踐
み
行
ふ
べ
き
道
。
大
法
・
大
儀
・
大
閑
・
大

塗
・
大
經
・
大
象
・
大
分
。」（
四
二
五
頁
―
四
二
六
頁
）
と
い
う
語
義
を

記
し
、『
礼
記
』「
礼
運
」
や
『
孟
子
』「
滕
文
公
下
」
の
中
の
文
な
ど
を

用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
、『
礼
記
』
の
場
合

は
、「
大
道

0

0

之
行
也
、
天
下
爲
公
、
選
賢
與
能
、
講
信
脩
睦
。」（「
十
三
經

注
疏　

整
理
本
」
第
十
三
冊
『
禮
記
正
義
』
巻
第
二
十
一
「
禮
運
第
九
」、

七
六
九
頁
）
で
あ
り
、「
礼
運
」
の
こ
の
箇
所
の
、
竹
内
照
夫
の
「
大
道
」

の
「
語
釈
」
は
「
最
高
の
政
道
、
人
類
の
理
想
。」（
明
治
書
院
「
新
釈
漢

文
大
系　

27
」『
礼
記
』（
上
）、
三
二
八
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
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『
孟
子
』
の
場
合
は
、「
居
天
下
之
廣
居
、
立
天
下
之
正
位
、
行
天
下
之
大0

道0

。」（
中
華
書
局
「
新
編
諸
子
集
成
」
朱
熹
『
四
書
章
句
集
注
』、

二
六
五
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
集
注
に
は
、「
廣
居
、
仁
也
。
正
位
、
禮

也
。
大
道

0

0

、
義
也

0

0

。」（
二
六
六
頁
）
と
あ
る
。『
孟
子
』
の
箇
所
で
は

「
大
道
」
は
「
義
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
『
聖
像
略

』
の
中
の
「
大
道
」
と
い
う
語
は
明
ら
か
に
中
国

思
想
の
基
礎
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
前
後
の
文
脈
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
思

想
の
基
礎
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
大
道
」
と
い
う
語
は
、「
…
…
イ
エ
ズ
ス
・

キ
リ
ス
ト
が
行
っ
た
救
霊
の
宣
教

0

0

0

0

0

ま
た
は
そ
の
教
え

0

0

0

0

を
指
す
た
め
に
用
い

ら
れ
る
…
…
。」（
小
林
珍
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』
東
京
堂
、

三
四
六
頁
）
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
福
音
」（‘ Evangelium

’

）
を
意
味

し
、
言
う
な
れ
ば
、
こ
の
「
大
道
」
は
「
人
間
は
自
身
の
罪
の
結
果
か
ら

救
わ
れ
永
遠
の
命
を
与
え
ら
れ
る
。」（
ド
ナ
ル
ド
・
Ｋ
・
マ
ッ
キ
ム
『
キ

リ
ス
ト
教
神
学
用
語
辞
典
』、
二
四
〇
頁
―
二
四
一
頁
）
と
い
う
こ
と
に

至
る
「
救
い
」（‘ salvatio’

）（
同
頁
）
へ
の
道
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
聖
賢
」
と
い
う
語
も
伝
統
的
な
中

国
思
想
に
お
い
て
理
想
的
な
人
格
を
表
わ
す
「
聖
賢
」
と
い
う
概
念
と
は

異
な
る
で
あ
ろ
う
。
関
口
順
・
土
田
健
次
郎
「
聖
人
」
に
よ
れ
ば
、
聖
人

と
は
「
人
と
し
て
最
高
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
ば
。
宗
教
性
も

お
び
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
哲
学
・
政
治
・
倫
理
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
。
…
…
非
常
に
聡
く
す
ぐ
れ
た
人
、
理
想
的
王
者
、
道
徳
的
完

0

0

0

0

全
者

0

0

、
人
格
的
完
成
者

0

0

0

0

0

0

、
天
地
の
道
と
一
体
化
し
て
い
る
人
、
文
化
の
創

出
者
、
高
徳
の
宗
教
者
な
ど
の
意
味
。」（
東
京
大
学
出
版
会
『
中
国
思
想

文
化
事
典
』、
九
十
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
思
想
に
お
い
て
聖
人

と
は
完
全
無
欠
の
人
格
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
、『
聖
像
略
說
』
の
中
に
現
わ
れ
る
「
聖
賢
」
は
罪
の
束

縛
下
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
他
者
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の

「
聖
賢
」
は
自
ら
の
罪
か
ら
自
由
で
は
な
く
他
者
の
罪
と
自
ら
の
罪
の
い

ず
れ
も
赦
す
力
の
欠
如
し
た
道
徳
的
に
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ

は
、「
殉
教
も
し
く
は
敬
虔
な
生
涯
を
送
っ
た
た
め
に
崇
敬
を
受
け
る
者
」

（
杉
崎
泰
一
郎
「
聖
人
」『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』、
六
四
八
頁
）
と
し

て
の
「
聖
人
」（‘ sanctus’

）（
同
頁
）
や
「
徳
あ
る
行
為
あ
る
い
は
殉
教

に
よ
り
、
そ
の
生
涯
が
聖
性
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

教
会
に
よ
り
列
福
を
通
じ
て
宣
言
さ
れ
た
者
」（
宮
崎
正
美
「
福
者
」
同

辞
典
、
九
六
二
頁
）
と
し
て
の
「
福
者
」（‘ B

eatus, B
eata’

）
を
意
味
す

る
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
聖
人
」
も
「
福
者
」
も

均
し
く
罪
人
で
あ
る
が
故
に
、
他
者
も
自
己
も
救
う
こ
と
が
出
来
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
人
は
十
戒
に
代
表
さ
れ
る
律
法
を
完
全
に
守
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
す
べ
て
の
人
は
罪
を
有
す
る
。
そ
こ
で
義
な
る
神
が

人
と
な
っ
て
自
ら
の
身
を
も
っ
て
歴
史
通
貫
的
に
空
間
横
断
的
に
す
べ
て

の
人
の
罪
を
贖
う
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
「
贖
罪
」
と
い
う
語
は
中
国
の
古
典
の
中
に
あ
る
。『
大
漢
和
辞
典
』
巻

十
の
「
贖
罪
」
と
い
う
項
で
は
、「
財
物
を
出
し
て
罪
を
免
れ
る
。
贖
刑
。」
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（
八
〇
七
頁
）
と
い
う
語
義
を
示
し
、『
書
経
』「
舜
典
」
の
中
の
文
を
用

例
と
し
て
挙
げ
る
（
同
頁
）。「
舜
典
」
の
本
文
は
「
金
作
贖
刑
。」（「
十
三

經
注
疏　

整
理
本
」
第
二
冊
『
尚
書
正
義
』
巻
第
三
「
舜
典
第
二
」、

七
十
七
頁
）
と
あ
り
、
注
が
「
金
、
黄
金
。
誤
而
入
刑
、
出
金
以
贖
罪

0

0

。」

（
同
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
金
品
を
も
っ
て
罪
へ
の
報
い
を
免
れ
る
と
い

う
制
度
は
古
代
中
国
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
罪
を
贖
う
人
格
的
存
在
は
中
国
思
想
の
世
界
の
中
で
理
解
し
得

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
的
主
体
が
相
対
的
な
存
在
と
な
っ
て
自
ら

を
贖
い
の
代
価
と
し
て
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
贖
罪
の
行
為
を
完
成
す
る

と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
思
想
の
核
心
を
形
成
す
る
も
の
は
、
中
国
の

伝
統
的
な
思
想
世
界
の
中
に
は
見
出
し
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

『
聖
像
略

』
で
は
贖
罪
の
仕
方
を
明
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

天
主
降
生
于
一
千
六
百
一
十
九
年
之
前
、
歳
次
庚
申
、
當
漢
哀
帝

元
壽
二
年
、
名
曰　

耶
蘇
、

曰
捄
世
者
、
上
邉
供

0

0

0

0

的0

、
正
是　

耶
蘇
聖
像
也
。
降
生
爲
人
、
三
十
三
年
在
世
、
親
傳
經
典
、

選
宗

徒
十
二
人
、
顯
出
許
多
聖
蹟
、
都
在
天
主
經
典
上
、
一
時
説
不
盡
、

及
至
後
來
、
功
願
完
滿

0

0

0

0

、
白
日
升
于
天
堂
、
遺
下
教

、
令
十
二
宗

徒
、
遍

于
世
、
教
人
知
道
（
四
葉
裏
―
五
葉
表
）、

　

主
な
る
神
は
一
六
一
九
年
前
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
。
漢
の
哀
帝
の
元

寿
二
年
、
つ
ま
り
紀
元
前
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
世
を
救
う
者
」

と
い
う
意
味
の
「
イ
エ
ス
」
を
名
と
し
た
。
崇
敬
の
念
を
向
け
る
対
象
と

し
て
教
会
堂
の
上
方
に
据
え
ら
れ
た
も
の
が
キ
リ
ス
ト
の
像
で
あ
る
。
人

と
し
て
生
ま
れ
、
三
十
三
年
の
間
こ
の
世
に
あ
っ
て
自
ら
聖
書
の
教
え
を

説
き
、
十
二
使
徒
を
選
び
、
多
く
の
奇
跡
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ

て
福
音
書
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
度
に
言
い
尽
く
す
こ
と
が
出
来
な
い

ほ
ど
で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
世
で
の
業
が
完
了
し
、
白
日
の
も
と
天
国
に

昇
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
と
き
教
え
を
残
し
、
十
二
使
徒
に
世
界
中
に
行
っ

て
人
々
に
救
い
の
道
を
教
え
る
よ
う
に
命
じ
た
。

　

キ
リ
ス
ト
降
誕
の
年
と
さ
れ
る
紀
元
一
年
は
漢
の
平
帝
の
元
始
元
年
に

当
た
る
。
と
こ
ろ
が
『
聖
像
略

』
で
は
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
の
年
が
一
年

早
く
中
国
の
年
号
に
当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
の
か
、
暦

学
上
興
味
深
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
訳
者
の
知
識
を
も
っ
て
し
て
は
解

し
難
い
。
た
だ
元
寿
二
年
を
キ
リ
ス
ト
降
誕
の
年
と
し
て
起
算
す
れ
ば
、

こ
の
『
聖
像
略

』
の
版
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
一
六
一
九
年
、
す
な
わ

ち
万
暦
四
十
七
年
の
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
重
要
と
思
わ
れ
る
語
句
は
「
上
邉
供

的
」
で
あ
る
。
主
な
る

神
は
自
ら
の
か
ら
だ
を
も
っ
て
世
の
人
々
の
罪
を
贖
っ
た
。
そ
の
贖
い
の

姿
が
教
会
堂
の
上
方
の
キ
リ
ス
ト
の
像
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
の
像
と
は
十
字
架
上
で
の
キ
リ
ス
ト
の
受
難

の
姿
を
表
わ
し
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
重
要
と
思
わ
れ
る
語
句
は
「
功
願
完
滿
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
十
九
章
二
十
八
節
の
「
そ
の
後
、
イ
エ
ス
は
、

も
は
や
す
べ
て
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
知
っ
て
仰
せ
に
な
っ
た
、

『
渇
く
』。
こ
う
し
て
、
聖
書
の
言
葉
は
成
就
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

聖
書
研
究
所
訳
注
『
聖
書
』
に
よ
る
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、

日
本
語
訳
『
聖
書
』
の
語
句
の
引
用
は
同
聖
書
に
拠
る
）
の
中
の
「
す
べ
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て
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
」
や
「
聖
書
の
言
葉
は
成
就
し
た
」
と
い
う
語

句
、
並
び
に
三
十
節
の
「
イ
エ
ス
は
酸
い
ぶ
ど
う
酒
を
受
け
る
と
仰
せ
に

な
っ
た
、『
成
し
遂
げ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

』。
そ
し
て
、
頭
を
垂
れ
、
霊
を
お
渡
し
に

な
っ
た
。」
の
中
の
「
成
し
遂
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
語
句
を
想
起
さ
せ
る
。

　

ヴ
ル
ガ
タ
訳
で
は
こ
れ
ら
の
語
句
は
そ
れ
ぞ
れ
、“ om

nia consum
m

ata 

sunt, ”  “ consum
m

aretur Scriptura,”  “ C
onsum

m
atum

 est.”

と
な
っ
て

い
る
。
共
通
す
る
語
は
動
詞‘ consum

m
o’

で
あ
る
。C

. T. Lew
is

の

Elem
entary Latin D

ictionary  （O
xford U

niversity Press

）
で
は
語
義

は
、“ to accom

plish, com
plete, finish, perfect:”

（p.179

）
と
な
っ
て

い
る
。

　

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
こ
れ
ら
の
語
句
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
十
字
架
上
で
の

贖
い
の
業
が
完
成
し
た
こ
と
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
ゆ
え
に
、「
功
願
完
滿
」
と
い
う
語
句
の
後
に
「
白
日
升
于
天
堂
」

と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
の
出
来
事
（「
使
徒
言
行
録
」
一
章
九
節
）
を

示
す
語
が
続
く
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
い
の
業
の
完
成
と
昇
天
の
出
来
事
の
間
に

は
復
活
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
最
も
根
幹
と
な
る
出
来
事
が

あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

復
活
の
教
理
に
関
し
て
は
宣
教
師
或
い
は
伝
道
士
な
ど
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
関
係
者
が
洗
礼
志
願
者
な
ど
の
教
会
の
来
訪
者
に
対
し
て
口
頭
で
伝

え
た
と
推
測
さ
れ
得
る
。

　

キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
業
に
つ
い
て
「
功
」
と
い
う
語
を
用
い
て
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
「
功
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
に
つ

い
て
述
べ
て
み
た
い
。
Ｐ
・
ネ
メ
シ
ェ
ギ
「
功
徳
」
の
項
の
【
教
理
】
の

箇
所
に
は
、「
こ
の
非
難
に
応
え
る
た
め
に
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
、

『
義
化
に
つ
い
て
の
教
令
』
に
お
い
て
、
功
徳
に
つ
い
て
の
教
え
を
、
次

の
よ
う
に
宣
言
し
た
。
イ
エ
ス
の
受
難
は

0

0

0

0

0

0

0

、
我
々
の
た
め
に
赦
し
と
義
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
勝
ち
得
た
功
徳
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
Ｄ
Ｓ
一
五
二
九
―
三
一
）。」（『
新
カ
ト
リ
ッ

ク
大
事
典
』
第
二
巻
、
五
八
四
頁
）
と
あ
る
。

　

実
際
に
デ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
・
シ
ェ
ー
ン
メ
ッ
ツ
ア
ー
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
文
書
資
料
集
』（
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
）
の
中
の
「
第
六
総
会
：
義
化
に

つ
い
て
の
教
令
（
一
五
四
七
年
一
月
一
三
日
）」
の
第
七
章
「
罪
人
の
義

化
と
は
何
か
、
ま
た
そ
の
原
因
は
何
か
」
の
一
五
三
〇
の
冒
頭
の
箇
所
に

は
、「
主
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
功
績

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、

誰
一
人
と
し
て
義
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（
二
七
六
頁
）
と
書
い

て
あ
る
。
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
の
原
文
は
、“ Q

uam
quam

 em
im

 nem
o 

possit esse iustus, nisi cui m
erita passionis D

om
ini nostri Iesu C

hristi

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4  

com
m

unicantur,”

（
輔
仁
神
學
著
作
編
譯
會
編
訳
『
公
教
會
之
信
仰
與
倫

理
教
義
選
集
』
光
啓
文
化
事
業
、
五
八
六
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
中
国
語
訳

は
、「
雖
然
、
無
人
能
做
義
人
、
除
非
我
們
的
主
耶
蘇
基
督
的
苦
難
功
勞

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

通
傳
於
他
、」（
同
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、『
教
会
文
書
資
料
集
』
の
日
本
語
訳
の
「
主
イ
エ
ズ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
功
績
」
の
ラ
テ
ン
語
原
文
は‘ m

erita passionis 

D
om

ini nostri Iesu C
hristi’

で
あ
り
、
そ
の
中
国
語
訳
の
原
文
は
「
我
們

的
主
耶
蘇
基
督
的
苦
難
功
勞
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
上
で
の
受
難
が
「
功
徳
」（‘ m

eritum
’

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
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る
こ
と
が
分
か
る
。

　

キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
功
徳
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
中
世
の
ト
マ
ス
・
ア

ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』
の
中
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。『
神
学
大
全
』

第
三
部
「
キ
リ
ス
ト
の
受
難
」
第
四
十
八
問
題
「
キ
リ
ス
ト
の
受
難
は
ど

の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
救
い
を
実
現
し
た
か
」
第
一
項
「
キ
リ
ス
ト
の
受

難
は
功
徳

0

0

と
い
う
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
救
い
を
原
因
し
た
か
」
と
い
う
問

い
へ
の
答
え
の
箇
所
で
、「
…
…
と
こ
ろ
で
、『
マ
タ
イ
福
音
書
』
第
五
章

（
第
十
節
）『
義
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
る
人
々
は
幸
い
で
あ
る
』
に
よ
る

と
、
恩
寵
の
状
態
に
あ
っ
て
義
の
た
め
に
受
難
す
る
者
は
だ
れ
で
も
、
ま

さ
に
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
自
ら
の
た
め
に
救
い
を
功
徳

0

0

と
し
て
か
ち
と

る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
自
ら
の
受
難
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
分
自
身

の
た
め
の
み
で
な
く
、
自
ら
の
す
べ
て
の
成
員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
肢
体
の
た
め
に
も
救
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
功
徳
と
し
て
か
ち
と
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。」（
創
文
社
『
神
学
大
全
』〔
稲

垣
良
典
訳
〕
第
三
十
七
・
三
十
八
冊
、
八
十
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
受
難
は
神
学
的
に
世
の
人
々
を
救
う
た
め
の
功

徳
（‘ m

eritum
’

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
『
聖
像
略

』
の
中
の
「
功
願
」
と
い
う
語
の
「
功
」
と
い
う

字
は
こ
の
よ
う
な
神
学
的
な
理
解
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
功
徳
と
し
て
の
十
字
架
の
受
難
の
意
味
を
伝
え
る

た
め
に
「
功
」
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
地
間
只
有
一
造
物
真
主
、
至
大
至

、
生
養
人
類
、
主
宰
天
下
、

今
世
後
世
、
賞

善
惡
、
乃
人
所
當
奉
事
、
拜

的
、
其
餘
神
佛

0

0

、

天
地

月
諸
星
、
都
是　

天
主
生
出
來
的
、
不
能
爲
人
的
真
主
、
不

當
拜

（
五
葉
表
）。

　

世
界
に
は
万
物
の
創
造
者
な
る
唯
一
の
主
が
い
て
す
べ
て
を
超
え
て
偉

大
で
尊
び
敬
う
べ
き
で
あ
り
、
人
類
を
養
い
育
て
世
界
を
統
べ
治
め
、
こ

の
世
と
後
の
世
に
お
い
て
人
の
善
悪
の
行
な
い
に
報
い
る
。
す
な
わ
ち
、

主
は
人
が
仕
え
礼
拝
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
神
や
仏
、
太

陽
、
月
、
星
な
ど
の
天
体
は
す
べ
て
主
が
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

人
が
こ
れ
ら
を
主
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
礼
拝
す
べ
き
で
は
な

い
。

　

こ
こ
で
は
主
な
る
神
が
天
地
万
物
の
創
造
者
に
し
て
世
界
の
主
宰
者
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
人
間
の
行
為
に
対
す
る
審
判
者
で
あ
り
、
礼
拝
の
対
象

と
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
神
や
仏
や
天
体
は
そ
の
被
造
性
ゆ

え
に
礼
拝
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
『
聖
像
略

』
の
こ
の
文
章
に
関
係
す
る
も
の
が
『
礼
記
』
に
は
少
な

か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
曲
礼
下
」
に
は
、「
天
子
祭
天
地

0

0

、

祭
四
方

0

0

、
祭
山
川

0

0

、
祭
五0

祀0

、
歳
徧
。
諸
侯
方
祀
、
祭
山
川
、

0

0

　

祭
五0

祀0

、0

歳
徧
。
大
夫
祭
五0

祀0

。0

歳
徧
。
士
祭
其
先
。」（「
十
三
經
注
疏　

整
理
本
」

第
十
二
冊
『
禮
記
正
義
』
巻
第
五
「
曲
禮
下
」、
一
七
八
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、「
天
地
」、「
四
方
」、「
山
川
」、「
五
祀
」、「
其
先
」
が
祭
祀
の
対

象
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
礼
運
」
に
は
、「
故
禮
行
於
郊
、
而
百
神

0

0

受

職
焉
；
」（
同
本
第
十
三
冊
、
同
書
巻
二
十
二
「
禮
運
」、
八
二
三
頁
）
と

あ
り
、
同
箇
所
の
「
正
義
」
に
は
、「『
禮
行
於
郊
、
而
百
神

0

0

職
焉
』
者
、

百
神

0

0

、
天
之
羣
神
也
。」（
同
頁
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
百
神
」
と
は

「
天
之
羣
神
」
な
る
天
に
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
の
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
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で
あ
る
。「
礼
運
」
の
こ
の
箇
所
の
竹
内
照
夫
の
「
通
釈
」
は
、「
郊
の
祭

が
礼
儀
た
だ
し
く
行
な
わ
れ
る
か
ら
、
天
帝
は
百
神

0

0

に
命
じ
て
そ
の
職
を

尽
く
さ
し
め
、」（
明
治
書
院
「
新
釈
漢
文
大
系　

27
」『
礼
記
』（
上
）、

三
四
八
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。「
百
神
」
は
「
天
帝
」
に
従
属
す
る
も
ろ

も
ろ
の
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
浅
井
紀
「
明
朝
の
国
家

祭
祀
の
構
造
」
に
よ
れ
ば
、「
明
朝
は
…
『
天
』『
地
』・
宗
廟
・
社
稷
以

外
の
諸
神
を
百
神

0

0

と
総
称
し
た
。」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

三
十
七
、 

二
〇
一
三
年
、
四
十
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
代
で
は
百
神

は
「
山
川
の
神
を
含
む
諸
神
」（
同
頁
）
を
意
味
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

神
は
唯
一
で
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
と
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

礼
拝
の
対
象
は
神
以
外
に
な
く
、
他
の
い
か
な
る
神　

た
と
え
従
属
的
で

あ
る
に
せ
よ　

の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
。『
礼
記
』
に
は
神
以
外
の
可

視
的
事
物
の
祭
祀
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
神
仏
」　

こ
の

「
神
仏
」
の
「
神
」
が
単
に
神
（‘ deus’

）
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
か
、
天

使
（‘ angelus’

）
も
指
し
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い　

と
い
う
語

で
示
す
も
の
は
不
可
視
的
な
存
在
と
さ
れ
る
が
、
唯
一
で
絶
対
的
な
存
在

で
は
な
い
。
唯
一
神
信
仰
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
併
せ
て
「
祭
祀
」
と
い
う

語
を
「
礼
拝
」
の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、『
礼
記
』
に
書
か
れ
た
可
視

的
事
物
の
礼
拝
及
び
社
会
慣
習
と
し
て
行
な
わ
れ
る
不
可
視
的
存
在
で
あ

る
と
こ
ろ
の
「
神
仏
」
へ
の
礼
拝
は
原
理
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。『
聖
像
略

』
は
唯
一
神
信
仰
が
現
実
の
日
常
生
活
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な

が
ら
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

又
教
人
知
道
、
人
的
靈
魂
常
在
不
滅
、
今
世
當
守
十
戒

0

0

、
爲
善
去

惡
、
雖
曽

有
過
失
、
如
今
聞
了　

耶
穌
的
聖
教
、
從
了　

耶
穌
的

遺
言
、
誦
了　

耶
穌
的
經
典
、
却
把
從
前
的

0

0

0

0

0

罪
過
、
悉
祈

0

0　

天0

主0

赦0

免0

、
立
意
赦
免
之
後

0

0

0

0

0

0

、
必
常
守
十
戒

0

0

0

0

0

、
遵
行
不

0

0

0

0

、
命
終
之
後
、
其

靈
魂
必
得
升
天
堂
、
不
堕
地
獄
也
（
五
葉
表
裏
）

　

さ
ら
に
十
二
使
徒
は
人
に
以
下
の
こ
と
を
教
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の

霊
魂
は
不
滅
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
世
で
は
十
戒
を
守
り
善
き
業
を
行
な
う

べ
き
こ
と
、
か
つ
て
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
い
ま
の
こ
の
時
に
イ
エ
ス

の
教
え
を
耳
に
し
、
イ
エ
ス
の
残
し
た
言
葉
に
従
い
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て

書
か
れ
た
聖
書
の
文
句
を
唱
え
、
主
な
る
神
に
こ
れ
ま
で
の
罪
が
す
べ
て

赦
さ
れ
る
よ
う
に
祈
り
、
赦
さ
れ
た
後
は
十
戒
を
い
か
な
る
と
き
も
守
り

こ
れ
に
違
わ
な
い
よ
う
に
決
心
す
る
な
ら
ば
、
死
後
に
そ
の
霊
魂
が
天
国

に
入
り
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
を
免
れ
る
の
は
確
実
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
は
か
つ
て
「
悔
悛
の
秘
蹟
」（‘ Sacram

entum
 

poenitentiae’

）（
小
林
珍
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』
東
京
堂
、

二
三
〇
頁
）
と
呼
ば
れ
た
「
ゆ
る
し
の
秘
跡
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
洗

礼
以
後
に
犯
し
た
罪
を
教
会
の
司
祭
を
通
し
て
ゆ
る
し
、
罪
び
と
を
神
と

教
会
に
和
解
さ
せ
る
秘
跡
」（
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
『
カ
ト
リ
ッ
ク

要
理
（
改
訂
版
）』
東
京
大
司
教
認
可
、
一
九
七
二
年
、
一
九
〇
頁
）
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
秘
跡
を
受
け
る
者
に
は
、「
良
心
の
糾
明
、
悔
い
改

め
、
告
白
、
償
い
を
果
た
す
意
志
」（
一
九
二
頁
）
が
求
め
ら
れ
る
。

　

人
間
は
「
倫
理
神
学
の
内
容
と
体
系
を
規
定
し
て
き
た
掟
」（
江
川
憲

「
掟
」
研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
一
巻
、
九
〇
三
頁
）
で
あ



愛知大学　言語と文化　No. 39

（11）
174

る
と
こ
ろ
の
十
戒
を
守
ろ
う
と
し
て
も
守
り
き
れ
な
い
罪
を
犯
す
存
在
で

あ
る
。
そ
こ
で
「
ゆ
る
し
の
秘
跡
」
が
必
要
と
な
る
。「
却
把
從
前
的
罪

過
、
悉
祈　

天
主
赦
免
」
と
は
「
罪
の
ゆ
る
し
を
受
け
る
た
め
に
、
犯
し

た
罪
を
司
祭
に
言
い
表
わ
す
こ
と
」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
（
改
訂
版
）』、

一
九
六
頁
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
告
白
」（‘ confessio’

）（
石
橋
𣳾
助
「
告

白
」『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
二
巻
、
八
七
五
頁
）
を
、
ま
た
「
立

意
赦
免
之
後
、
必
守
十
戒
、
遵
行
不
犯
」
と
は
「
犯
し
た
罪
を
信
仰
に
基

づ
く
動
機
に
よ
っ
て
心
か
ら
悔
み
、
忌
み
き
ら
い
、
今
後
決
し
て
犯
す
ま

い
決
心
す
る
」（
一
九
三
頁
）
と
こ
ろ
の
「
悔
い
改
め
（
痛
悔
）」

（‘ C
ontritio’

）（『
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』、
三
二
一
頁
）
を
指
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
箇
所
に
は
「
ゆ
る
し
の
秘
跡
」
そ
の

も
の
を
表
わ
す
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、
全
体
の
要
旨
は
「
ゆ
る
し
の
秘

跡
」
の
教
理
に
収
斂
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

這
十
二
宗
徒
、
散
布
天
下
、
傳
教
于
萬
國
、
自
近
及

、
到
今

一
千
六
百
餘
年
、
天
下
許
多
國
土
、
但
是　

耶
穌
聖
教
大

的
、
其

國
中
君
臣
、
士
庶
、
老
幼
、
男
女
、
一
心
爲
善
者
多
、
其
地
方
永

昇
平
和
睦
、
所
以
人
人
得
意
爲
善
（
五
葉
裏
）。

　

こ
の
十
二
使
徒
は
世
界
じ
ゅ
う
に
散
ら
ば
り
、
あ
ち
こ
ち
の
国
々
に
教

え
を
伝
え
た
。
現
在
に
至
る
ま
で
千
六
百
年
余
り
の
間
に
世
界
の
多
く
の

国
で
イ
エ
ス
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
教
え
を
信
ず
る
国
の
君
主
と

臣
下
、
身
分
の
高
い
者
と
低
い
者
、
老
人
と
若
者
、
男
と
女
は
心
を
同
じ

く
し
て
善
行
に
励
む
者
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
場
所
は
永
遠
に
平
和
で
人
々

が
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
々
は
善
を
な
す
喜
び
を
享
受

し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
主
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
た
教
会
の
本
質
的
使

命
」（
越
前
喜
六
「
宣
教
」
研
究
社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
三
冊
、

八
二
三
頁
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
宣
教
」（‘ evangelizatio,’  ‘ m

issio’

）

（
同
頁
）
の
歴
史
の
輪
郭
が
示
さ
れ
て
い
る
―
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』

で
は
、【
起
源
】〔
弟
子
の
派
遣
と
宣
教
〕（
八
二
三
頁
―
八
二
四
頁
）
及

び
【
宣
教
の
歴
史
的
展
開
】〔
使
徒
時
代
〕、〔
古
代
教
会
〕、〔
中
世
〕、

〔
近
代
・
現
代
〕（
八
二
四
頁
―
八
二
六
頁
）
の
部
分
に
当
た
る
も
の
で
あ

ろ
う
―
。

　

こ
の
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
誕
生
し
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
は
対
立
関
係
に
立
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
永

昇
平

和
睦
」
な
る
状
態
と
は
言
え
な
く
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
カ
ト
リ
ッ
ク

一
元
下
で
の
階
層
よ
り
構
成
さ
れ
た
中
世
世
界
と
訣
別
し
分
裂
と
抗
争
の

近
代
世
界
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
実
態
と
か
け
離
れ
た
物
言
い
が
用
い
ら

れ
た
の
は
明
末
の
中
国
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
が
儒
教
の
働
き
を
補
強
す

る
役
割
、
す
な
わ
ち
徐
光
啓
の
「
泰
西
水
法
序
」
の
中
に
登
場
す
る
「
補

儒
易
仏
」（
王
重
民
輯
校
『
徐
光
啓
集
』
上
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

六
十
六
頁
）
の
役
割
を
有
す
る
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
認
め
ら
れ
難
い
よ

う
な
社
会
状
況
が
存
在
し
た
こ
と
、
或
い
は
中
国
の
伝
統
的
な
思
想
の
枠

組
は
儒
教
を
補
強
す
る
と
い
う
意
味
合
い
で
し
か
他
の
思
想
を
認
め
る
余

地
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

其
中
讀
書
學
道
的
、
一
心
要
推
　

天
主
聖
教
、
使
萬
國
萬
世
人
人

得
升
天
堂
、
所
以
發
心
輕
世
、
願
離
了
本
郷
、

化

方
、
這
是
何
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意
。
一
則
爲　

天
主
宣
傳
聖
教
、
是
于　

天
主
位
下
立
了
功
勲
、
一

則
天
下
人
同
爲　

天
主
所
生
、
就
是
骨
肉
一
般
、

得
人
識　

天

主
、
改
惡
爲
善
、
以
免
地
獄
、
升
天
堂
、
是
又
有
益
于
人
。
所
以
雖

出
海
外
百
千
萬
里
、
亦
不
所
不
辭
、
所
以
雖
遭
了
風
波
、
虎
狼
、
蠻

夷
、
盗
賊
之
灾
、
亦
所
不
避
也
（
五
葉
裏
―
六
葉
表
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
学
問
を
修
め
真
理
を
学
ん
だ
者
は
す
べ
て
の
国
の
す
べ

て
の
時
代
の
人
々
が
天
国
に
入
れ
る
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
主
な
る
神
の
教

え
を
伝
え
よ
う
と
欲
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
現
世
を
顧
み
る
こ
と
な
く

故
郷
を
去
っ
て
遠
き
地
を
教
化
し
よ
う
と
発
願
し
た
。
何
故
な
の
か
。
そ

れ
は
一
つ
に
は
主
な
る
神
の
た
め
に
そ
の
教
え
を
伝
え
る
こ
と
が
主
な
る

神
の
も
と
で
功
徳
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
一
つ
に
は
世
界

じ
ゅ
う
の
人
々
は
均
し
く
主
な
る
神
に
造
ら
れ
て
お
り
、
兄
弟
の
よ
う
な

存
在
で
あ
り
、
彼
ら
に
主
な
る
神
を
知
り
、
彼
ら
が
悪
を
改
め
善
を
行
な

う
よ
う
に
勧
め
て
、
地
獄
を
免
れ
天
国
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、

人
々
に
益
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
彼
ら
は
海
外
の
遥

か
彼
方
の
地
に
行
く
こ
と
さ
え
も
受
け
容
れ
、
ま
た
疾
風
怒
濤
、
猛
獣
、

野
蛮
な
外
国
人
、
盗
賊
の
難
も
恐
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
「
福
音
を
宣
べ
伝
え
、
教
会
を
弘
布
の
た
め
異
教
国
に
派
せ

ら
れ
る
司
祭
」（
小
林
珍
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』、
三
一
四
頁
）
で

あ
る
と
こ
ろ
の
「
宣
教
師
」（‘ M

issionarius’

）（
同
頁
）
の
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。
特
に
『
聖
像
略

』
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
宣
教
の
二
つ
の
理
由

の
う
ち
後
者
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
間
は
神
に
よ
る
被
造
物
と
し
て
国
家

や
民
族
を
超
え
て
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

明
末
の
中
国
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
は
「
人
種
・
国
籍
を
と
わ

ず
ひ
ろ
く
人
間
同
志
を
さ
す
。」（
小
林
珍
雄
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』

エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
八
三
九
段
）
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
隣
人
」
へ
の

愛
か
ら
故
国
を
離
れ
、
中
国
ま
で
の
難
渋
な
旅
を
耐
え
忍
ん
だ
こ
と
を
想

像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

宣
教
師
の
来
華
の
理
由
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
胸
を
打
つ
も
の
は
な
い
が
、

唯
一
の
神
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
々
が
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
は
明

末
の
知
識
人
に
と
っ
て
受
け
容
れ
易
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

前
掲
浅
井
紀
「
明
朝
の
国
会
祭
祀
の
構
造
」
に
よ
れ
ば
、「
明
朝
の
国
家

祭
祀
は
前
代
の
諸
王
朝
と
同
様
に
、
天
子
た
る
皇
帝
が
主
宰
し
、『
天
』

を
最
高
神
と
す
る
諸
神
を
序
列
を
つ
け
て
祀
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
天

子
・
皇
帝
の
地
位
が
前
代
よ
り
も
高
め
ら
れ
て
い
た
。」（『
名
古
屋
大
学

東
洋
史
研
究
報
告
』
三
十
七
、五
十
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
末
中
国
で

は
す
で
に
儒
教
に
よ
っ
て
多
神
教
的
な
国
家
祭
祀
の
体
系
が
確
立
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

説
有
天
堂
地
獄
、
雖
然
未
見
、
却
是
實
理
、
且

古
今
善
人
爲
善
、

惡
人
爲
惡
、
世
間
何
曽

得
他
盡
、

非
死
後　

天
主

他
、
豈
不

枉
了
善
人
、
便
宜
了
惡
人
。
所
以
説
天
堂
地
獄
、
不
是
虚
無
玄

的

（
六
葉
表
裏
）。

　

宣
教
師
は
天
国
や
地
獄
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
天
国
や
地
獄
を
生
き

て
い
る
間
は
見
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
社
会
が
昔
か
ら

今
に
至
る
ま
で
善
人
の
善
行
と
悪
人
の
悪
行
に
対
し
て
公
正
に
報
い
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
人
は
見
て
い
る
。
も
し
死
後
、
主
な
る
神
が
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こ
れ
ら
に
対
し
て
公
正
に
報
い
な
い
な
ら
ば
、
善
人
は
善
行
が
正
し
く
評

価
さ
れ
ず
、
悪
人
は
悪
行
が
見
過
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
人
間

の
生
前
の
行
な
い
に
対
す
る
報
い
の
場
と
し
て
の
天
国
と
地
獄
が
あ
る
と

説
く
こ
と
は
虚
構
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
審
判
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
で
は
、「
各
人
は
死
後
神
の
さ
ば
き
を
受
け
（
私
審
判
）、
す
べ
て

の
人
び
と
は
世
の
終
わ
り
に
、
よ
み
が
え
っ
て
か
ら
一
緒
に
キ
リ
ス
ト
の

さ
ば
き
を
受
け
ま
す
（
公
審
判
）。」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理　

改
訂
版
』、

一
一
四
頁
）
と
死
後
の
「
私
審
判
」（‘ Judicium

 particulare’

）（『
キ
リ

ス
ト
教
用
語
辞
典
』、
二
七
六
頁
）
と
復
活
後
の
「
公
審
判
」（‘ Iudicium

 

universale’

）（『
キ
リ
ス
ト
教
用
語
辞
典
』、
七
十
一
頁
、
二
五
七
頁
）
の

二
つ
の
審
判
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、

「
死
後
の
さ
ば
き
を
受
け
て
、
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
、
た
だ
ち
に
天
国
の
幸

い
か
、
地
獄
の
罰
か
、
練
獄
の
き
よ
め
を
受
け
ま
す
。」（
同
頁
）
と
説
か

れ
る
の
で
、『
聖
像
略

』
は
死
後
の
私
審
判
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
但
し
、
煉
獄
（
練
獄
）
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
重
要
な
こ
と
は
、「
…
…
霊
魂
は
一
生
の
善
悪
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

神
に
さ
ば

か
れ
ま
す
。」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
』、
一
一
三
頁
―
一
一
四
頁
）
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
個
々
人
が
「
一
生
の
善
悪
に
つ
い
て
」
神
に
審
判
さ
れ
た

結
果
、
判
定
さ
れ
た
行
き
先
は
絶
対
的
に
不
可
変
で
あ
る
。

　

仏
教
の
世
界
観
で
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
北
沢
裕
「
地
獄
」【
東
洋
】

に
よ
れ
ば
、「
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
教
の
地
獄
は
過
酷
な
も
の
で

は
あ
る
が
、
輪
廻
転
生
の
論
理

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
見
れ
ば
あ
く
ま
で
そ
の
一
局
面

0

0

0

に
す

ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
仏
教
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
の
地
獄

0

0

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
な

恒
久
的

0

0

0

か
つ
絶
対
的
苦
悩
の
世
界

0

0

0

0

0

0

0

0

は
本
来
成
立
し
え
な
い
。」（『
岩
波
キ

リ
ス
ト
教
辞
典
』、
四
六
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
輪
廻
転
生
の
世
界
観

に
立
つ
仏
教
で
は
地
獄
は
「
六
道
」（
黒
住
真
「
輪
廻
」、
同
辞
典
、

一
一
九
八
頁
）
の
中
の
相
対
的
な
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
受
け
る
苦
し
み

は
一
時
的
な
性
格
を
有
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
に
立
て
ば
仏
教

の
説
く
天
国
と
地
獄
は
「
虚
無
玄

」
な
も
の
と
映
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

今
雖
不
見
、
待
我
們
見
時
、
又
翻
悔
不
轉
了
、
所
以
要
及
翻
悔
轉

來
、
只
要
真
、　

天
主
自
然
赦
罪
、
賜
福
、
不
要
説
如
今
、
就
是
臨

終
時
一
刻
、
聽
從
了　

天
主
的
教
法
、
也
還
翻
悔
得
轉
來
。

到
氣

盡
了
、
罷
了
、
萬
萬
無
及
矣
（
六
葉
表
裏
）

　

現
在
、
天
国
と
地
獄
を
見
る
こ
と
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
死
後
、
天

国
と
地
獄
を
目
の
当
り
に
し
て
罪
を
悔
い
改
め
て
も
行
き
先
を
変
え
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
生
き
て
い
る
間
に
罪
を
悔
い
改
め
地
獄
に
落

ち
る
こ
と
か
ら
免
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
が
心
か
ら
悔
い
改
め
し
さ

え
す
れ
ば
、
主
な
る
神
は
そ
の
人
の
罪
を
赦
し
、
天
国
に
入
る
幸
い
を
与

え
る
。
現
在
こ
の
と
き
で
な
く
と
も
た
と
え
最
期
の
ほ
ん
の
短
い
時
間
に

主
な
る
神
の
教
え
を
聴
く
な
ら
ば
、
悔
い
改
め
て
行
き
先
を
変
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
死
ん
で
し
ま
っ
て
後
で
は
な
す
す
べ
が
な
い
。

　

こ
こ
で
は
単
に
悔
い
改
め
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
洗

礼
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
カ
ト
リ
ッ
ク

要
理
（
改
訂
版
）』
の
第
一
部
「
神
と
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
」
の
第
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十
三
課
「
罪
と
罪
の
ゆ
る
し
」
に
は
、「
人
は
信
仰
を
も
っ
て
罪
を
悔
い

改
め
、
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
お
定
め
に
な
っ
た
洗
礼
お
よ
び
ゆ
る
し

の
秘
跡
を
受
け
て
、
そ
の
罪
の
ゆ
る
し
を
受
け
ま
す
。」（
一
一
二
頁
）
と

あ
る
。『
聖
像
略

』
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
悔
い
改
め
の
主
体
は

い
ま
だ
「
キ
リ
ス
ト
の
お
定
め
に
な
っ
た
洗
礼
」
を
受
け
て
い
な
い
者
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
ゆ
る
し
の
秘
跡
は
す
で
に
洗
礼
を
受
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク

と
な
っ
た
者
を
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

但　

天
主
教
中
、
説
箇
爲
善
去
惡

0

0

0

0

、
都
要
遵
依
了
十
戒
、
從
自
己
身

心
上
、
實
實
做
出
來
、
方
是
。
説
箇

過
悔
罪
、
都
要
將
自
從
來
過

失
、
真
心
實
意
、
痛
悔

0

0

力
除
、
後
來
不
敢
再

、
方
是
。
若
不
是
這

等
的
真
實
、
今
世
必
定
要
被
三
仇
引
誘
、
後
世
必
定
下
地
獄
、
不
得

升
天
（
六
葉
裏
）。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
に
お
い
て
善
を
な
し
悪
を
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て

は
十
戒
に
基
づ
い
て
自
分
の
体
と
心
の
両
面
に
お
い
て
実
践
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
ま
た
過
ち
を
直
し
罪
を
悔
い
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
犯
し
て
来
た
罪
を
心
か
ら
真
剣
に
悔
い
改
め
（
＝「
痛
悔
」）
そ
れ
を

取
り
去
る
こ
と
に
努
め
、
二
度
と
同
じ
過
ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
善
の
実
践
と
罪
の
悔
い
改
め
が
真
実
な
も
の
で
な

け
れ
ば
、
現
世
に
お
い
て
「
三
つ
の
敵
」（
＝
「
肉
身
」、「
世
俗
」、「
魔

鬼
」）
か
ら
誘
惑
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
死
後
に
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
は

免
れ
ず
、
天
国
に
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

こ
こ
に
は
『
聖
像
略

』
の
結
論
と
も
言
え
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
人
間
は
地
上
に
お
い
て
善
を
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
善
を
な
す
に
あ
た
っ
て
の
基
準
は
十
戒
で
あ
る
こ
と
、
過

ち
を
犯
し
た
な
ら
ば
深
く
反
省
し
て
再
び
犯
さ
な
い
こ
と
、
善
を
な
し
悪

を
し
な
い
こ
と
に
真
剣
に
努
め
な
け
れ
ば
、
死
後
地
獄
に
行
く
こ
と
は
免

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
道
徳
主
義
は
『
聖
像
略

』
に
お
い
て
「
爲
善
去
悪
」

と
い
う
語
で
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
思
想
史
的
に
重
要
な

意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
明
末
の
思
想
界
に
お
い
て
「
無
善

無
悪
」
と
い
う
語
と
対
蹠
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

市
来
津
由
彦
・
溝
口
雄
三
「
陽
明
学
」
の
「
無
善
無
悪
説
」
に
よ
れ

ば
、「
…
…
無
善
無
悪
説

0

0

0

0

0

の
ほ
う
は
王
守
仁
の
意
図
を
超
え
て
一
人
歩
き

し
、
そ
れ
ま
で
人
の
本
質
を
道
徳
本
性
と
し
て
き
た
既
成
観
念
の
枠
を
打

破
し
よ
う
と
す
る
作
用
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
の
本
質
と
し

て
欲
望
や
私
を
措
定
す
る
と
い
う
明
末
思
想
界
の
新
し
い
動
向
に
寄
与
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
道
徳
秩
序
一
般
を
無
視
す
る
風
潮
を
助
長

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る

0

0

こ
と
に
も
な
り
、
李
贄
の
死
後
、
客
観
的
な
規
範
を
重
ん
じ
る
顧
憲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成
ら
東
林
派
と
い
わ
れ
る
人
士
か
ら
強
く
批
判
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
清
代
以
降
に
は
克

服
さ
れ
て
い
く
。」（
東
京
大
学
出
版
会
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』、

三
九
二
頁
―
三
九
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
無
善
無
悪
」
思
想
は
道
徳

破
壊
的
な
遠
心
力
を
帯
び
た
。
こ
の
思
想
傾
向
に
反
発
し
た
者
が
東
林
派

知
識
人
で
あ
っ
た
。「
爲
善
去
悪
」
と
い
う
語
は
既
存
の
道
徳
秩
序
を
維

持
し
よ
う
と
志
す
東
林
派
の
思
想
的
立
場
を
よ
く
言
い
表
わ
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
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こ
れ
に
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
は
明
末
の
混
沌
と
し
た
思
想
状
況
を
秩
序
立

て
よ
う
と
試
み
た
東
林
派
の
思
想
の
側
に
位
置
す
る
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
「
爲
善
去
悪
」
の
営
み
の

支
柱
は
十
戒
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
明
末
の
中
国
社
会
に
お
い
て
十
戒
は

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
個
人
の
信
仰
生
活
の
基
準
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
道

徳
的
社
会
秩
序
の
実
現
に
向
け
て
も
有
効
な
社
会
規
範
と
し
て
の
役
割
を

期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

天
主
豈
是
欺
瞞
得
的
。
天
堂
豈
是
僥
倖
到
得
、
地
獄
豈
是
僥
倖
免

得
的
。
如
今
釋
道
家
、
要
人
施
舎
些
錢
財

0

0

、
備
辧
些
齋
飯

0

0

、
焼
化
些

紙
張

0

0

、
便
是
功
果
、
便
要
升
天
堂
、
脫
地
獄
、
此
必
無
之
理
也
。
恐

見
者
不
察
、
謂　

天
主
聖
像
、
與
釋
道
二
家
的
像
一
般
。
故
略
説
其

理
如
此
、
若
要
明
白
、
還
須
細
細
講

、
茲
不
能
盡
述
（
六
葉
裏
―

七
葉
表
）。

　

主
な
る
神
を
欺
く
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
思
い
が
け
な
く
幸
い
に
も
天

国
に
入
る
こ
と
が
出
来
、
地
獄
を
免
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得

る
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
仏
教
と
道
教
で
は
金
品
を
布
施
す
る
こ
と
、
食
事

の
供
応
を
す
る
こ
と
、
紙
銭
を
焼
く
こ
と
を
信
者
に
求
め
る
。
そ
れ
が
果

と
し
て
功
徳
を
な
し
、
天
国
に
入
り
地
獄
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
道
理
と
し
て
あ
り
得
な
い
。
主
な
る
神
の
像

を
見
て
よ
く
分
か
ら
ず
に
、
仏
教
と
道
教
の
像
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
解

す
る
者
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
主
な
る
神
の
像
に
つ
い
て

あ
ら
ま
し
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
み
た
次
第
で
あ
る
。
明
確
に
理
解
す
る

に
は
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、『
聖
像
略
説
』
で

は
述
べ
尽
く
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
『
聖
像
略

』
の
文
の
中
で
「
釈
道
二
家
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
質

的
に
意
味
す
る
の
は
前
者
の
「
釈
」、
す
な
わ
ち
仏
教
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
最
後
に
仏
教
批
判
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

布
施
と
は
中
村
元
・
福
永
光
司
・
田
村
芳
朗
・
今
野
達
『
岩
波
仏
教
辞

典
』
の
「
布
施
」
に
よ
れ
ば
、「
出
家
修
行
者
、
仏
教
教
団
、
貧
窮
者
な

ど
に
財
物
そ
の
他
を
施
し
与
え
る
こ
と
。
衣
食
な
ど
の
物
資
を
与
え
る

〈
財
施
〉、
教
え
を
説
き
与
え
る
〈
法
施
〉、
怖
れ
を
と
り
除
い
て
や
る

〈
無
畏
施
〉
を
〈
三
施
〉
と
い
う
。」（
六
九
一
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
三
つ
の
布
施
の
う
ち
、「
衣
食
な
ど
の
物
資
を
与
え
る
〈
財

施
〉」、
す
な
わ
ち
仏
教
信
者
が
寺
院
に
金
銭
や
物
品
を
寄
付
す
る
こ
と
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
齋
飯
」
と
は
斎
食
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
多
屋
頼
俊
・
横

超
慧
日
・
舟
橋
一
哉
『
新
版　

仏
教
学
辞
典
』（
法
蔵
館
）
の
「
斎
〔
非

時
〕」
の
②
に
は
、「
…
…
正
時
の
食
事
を
斎
食

0

0

…
と
い
う
。
転
じ
て
仏
事

0

0

法
要
の
際
に
食
を
供
養
す
る
施
食

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
施
斎

0

0

を
も
斎
食

0

0

と
い
い
、
そ
の
よ
う

な
施
食
を
伴
っ
た
法
会
を
斎
会
と
い
う
。」（
一
四
七
頁
）
と
あ
る
。「
齋

飯
」
と
は
「
仏
事
法
要
の
際
に
食
を
供
養
す
る
施
食
、
施
斎
」
を
意
味
す

る
「
斎
食
」、
す
な
わ
ち
仏
教
信
者
に
よ
る
僧
侶
へ
の
食
事
の
饗
応
の
こ

と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

紙
銭
と
は
中
村
元
『
新
・
仏
教
辞
典
』〈
増
補
版
〉（
誠
信
書
房
）
の

「
紙
銭
」
に
よ
れ
ば
、「
紙
を
切
っ
て
銭
形
に
し
た
も
の
…
…
。
中
国
で
は

死
者
を
葬
る
と
き
死
者
の
た
め
棺
に
銭
を
入
れ
る
習
慣
が
あ
り
、
こ
れ
を
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六
道
銭
と
称
し
た
が
の
ち
通
貨
の
埋
没
が
禁
ぜ
ら
れ
紙
銭
を
用
い
た
。」

（
二
二
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
死
者
の
棺
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
銭
の
形

を
し
た
紙
細
工
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
『
新
版　

禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
）
の

「
紙
銭
」
の
①
に
は
、「
祈
禱
ま
た
は
盂
蘭
盆
会
の
と
き
、
紙
を
銭
の
形
に

切
り
、
絵
馬
・〔
般
若
心
経
〕
と
と
も
に
堂
中
の
柱
に
か
け
、
法
会
が
終

わ
る
と
銅
鉢
の
中
で
焼
く
。
鬼
神
に
饗
す
る
た
め
と
い
わ
れ
、
中
国
の
唐

以
前
か
ら
存
す
る
習
慣
。」（
四
四
一
頁
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
祈

祷
等
の
儀
式
の
折
に
絵
馬
等
と
一
緒
に
柱
に
か
け
て
お
き
、
儀
式
が
終
了

す
る
と
焼
く
こ
と
に
な
る
銭
を
模
し
た
紙
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
法
蔵
館
『
新
版　

仏
教
学
辞
典
』
の
「
紙
銭
」
の
③
に
は
、

「
死
者
の
罪
業
を
軽
く
す
る
た
め
に
、
冥
土
の
庫
へ
納
め
る
目
的
で
死
者

に
持
た
せ
て
や
る
紙
銭
」（
一
九
七
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
紙
銭
は
「
寄
庫

銭
」（
同
頁
）
と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
『
聖
像
略

』
の
中
で
現
わ
れ
る
「
紙
張
」
は
、
一
六
一
五

年
（
万
暦
四
十
三
年
）
の
徐
光
啓
作
『
闢
妄
』（
梁
家
勉
編
著
『
徐
光
啓

年
譜
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
一
〇
九
頁
）
で
は
、「
焼
紙
」

と
い
う
項
で
紙
銭
を
批
判
し
て
い
る
（
六
葉
裏
―
八
葉
裏
〔
臺
灣
學
生
書

局
『
天
主
教
東
傳
文
獻
續
編
㈡
』、
六
二
九
頁
―
六
三
四
頁
〕）。「
…
焚
之

寄
於
地
獄
之
庫
也
。」（
八
葉
表
〔
六
三
三
頁
〕）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ

で
は
寄
庫
銭
が
批
判
さ
れ
る
の
で
、
同
様
に
寄
庫
銭
の
こ
と
が
念
頭
に
置

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

要
す
る
に
、
寺
院
へ
の
布
施
、
僧
侶
へ
の
斎
食
、
紙
銭
を
焼
く
行
為
は

道
徳
的
向
上
を
も
た
ら
す
善
行
と
は
異
な
る
の
で
、
宗
教
的
救
済
に
結
び

つ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
ド
ゥ
ー
デ
ィ
ン
クA

d D
udink

氏
の
論
文“ The im

age 

of X
u G

uanggi as author of C
hristian texts”

（Statecraft and 
intellectual renew

al in late M
ing C

hina , B
rill, 2001, pp.99-152

）
に

お
い
て
智
旭
が
「
天
学
初
徴
」
の
中
で
『
聖
像
略
説
』
を
批
判
し
て
い
る

こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
た
（
注
九
十
六
、一
二
八
頁
）
の
で
、
そ
の
影
印

が
収
め
ら
れ
て
い
る
臺
灣
學
生
書
局
『
天
主
教
東
傳
文
獻
續
編
』
第
二
冊

の
「
天
學
初
徴
」
の
箇
所
（
九
一
三
頁
―
九
二
四
頁
）
を
見
て
み
る
と
、

鍾
始
聲
が
『
聖
像
畧
說
』
に
つ
い
て
述
べ
た
批
判
の
第
二
十
一
の
と
こ
ろ

に
、「
汝
既
要
攻
釋
道
兩
家
、
須
搜
其
病
根
、
彼
方
心
服
。

謂
要
人
施

0

0

0

捨
些
錢
財

0

0

0

0

、
備
辧
些
齋
飯

0

0

0

0

0

、
燒
化
紙
張

0

0

0

0

、
便
是
功
果

0

0

0

0

、
恐
彼
二
氏
亦
未
必

0

0

0

0

0

0

0

心
服

0

0

、
而
汝
又
仍
敎
人
奉
事
拜
祭
天
主
聖
像
、
與
彼
何

。」（
五
葉
裏
―

六
葉
表
〔
九
二
二
頁
―
九
二
三
頁
〕）
と
あ
る
。
布
施
、
斎
食
、
紙
銭
が

功
徳
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
仏
教
と
道
教
の
側
も
異
論
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

牧
田
諦
亮
『
民
衆
の
仏
教
―
宋
か
ら
現
代
ま
で
―
』〈
ア
ジ
ア
仏
教
史　

中
国
編
Ⅱ
〉（
佼
正
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）
第
六
章
「
庶
民
の
仏
教
」

の
第
五
節
「
明
代
仏
教
の
精
華
―
禅
浄
融
合
」
の
中
の
「
明
代
の
仏
事
」

に
は
、「
明
の
太
祖
が
禅
・
講
（
教
）・
律
の
三
宗
を
改
め
て
、
禅
・
講
・

教
の
三
宗
と
し
、
寺
院
僧
侶
は
い
ず
れ
か
の
宗
に
所
属
す
べ
き
こ
と
を
規

定
し
た
の
は
、
明
代
仏
教
の
全
般
を
知
る
上
に
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
赴
応
僧

0

0

0

と
か
、
瑜
伽
教
僧

0

0

0

0

と
し
て
、
死
者
の
葬
儀
を
司
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
年
忌
法

0

0

0
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要0

、
祈
禳
祈
請
の
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
な
し
て
き
た
僧

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
そ
の
地
位
を
公

認
し
た
こ
と
に
な
る
。」（
一
二
三
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
明
代
に
は

も
っ
ぱ
ら
葬
儀
や
法
要
、
祈
祷
に
従
事
し
た
「
赴
応
僧
」、「
瑜
伽
教
僧
」

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
同
書
が
「
瑜
伽
教
僧
」
の
数
の
多
さ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
龍
池

清
氏
の
研
究
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
明
代
の
瑜
伽
敎
僧
」（『
東
方
學
報
』

「
創
立
十
周
年
記
念
」（
東
京
第
十
一
冊
之
一
）、
一
九
四
〇
年
、
四
〇
五

頁
―
四
一
三
頁
）
と
い
う
論
文
に
は
、「
敎
僧
の
數
に
つ
い
て
は
詳
細
は

不
明
で
あ
る
が
、
大
體
は
推
定
し
得
な
い
で
も
な
い
。
…
…
そ
れ
に
よ
つ

て
推
定
す
れ
ば
全0

僧
侶
の
半
數
近
く
は
敎
僧
で
あ
つ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
。
…
…
而
し
て
多
數
の
敎
僧
が
世
俗
の
需
め
に
應
じ
て
佛
事
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
し
た

0

0

0

こ
と
は
明
代
の
佛
教
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
看
過
し

得
な
い
。」（
四
〇
九
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
明
代
に
お
い
て
多
数
の
僧

侶
が
民
衆
の
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
の
願
い
に
応
じ
た
形
の
仏
教
儀
礼
を
な

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
『
聖
像
略
說
』
は
民
衆
化
さ
れ
た
明
末
仏
教
の
儀
礼
を
道
徳
主
義
に
基

づ
い
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
道
徳
主
義
を
志
向
す
る
儒
教
に
受

け
容
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
仏
教
の
側
か

ら
も
一
定
程
度
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

『
聖
像
略

』
の
批
判
は
世
俗
化
さ
れ
た
民
衆
仏
教
へ
の
現
象
的
な
批
判

で
あ
っ
て
、
仏
教
を
本
質
的
に
批
判
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
聖
像
略

』
の
仏
教
批
判
は
明

末
当
時
の
仏
教
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
聖
像
略

』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
神
が
創
造
者
、
主
宰
者
、
審
判
者
、
救
済
者
の
面
か
ら
説
か

れ
て
い
る
。

　

第
一
に
神
は
創
造
者
と
し
て
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の

は
す
べ
て
被
造
物
で
あ
っ
て
礼
拝
の
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

十
戒
の
第
一
の
「
わ
れ
は
な
ん
じ
の
主
な
る
神
な
り
。
わ
れ
の
ほ
か
何
者

を
も
神
と
な
す
べ
か
ら
ず
。」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
要
理
（
改
訂
版
）』、

一
三
三
頁
）
を
説
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

神
は
三
つ
の
種
類
の
も
の
を
創
造
し
た
。

　

一
つ
は
天
と
地
の
創
造
で
あ
る
。
天
と
地
に
は
可
視
的
な
天
と
地
と
し

て
の
天
空
と
大
地
、
並
び
に
不
可
視
的
な
天
と
地
と
し
て
の
天
国
と
地
獄

が
あ
っ
た
。
天
国
は
天
使
、
聖
人
、
善
人
の
居
場
所
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ

こ
で
永
遠
の
幸
い
を
享
受
す
る
。
ま
た
地
獄
は
悪
し
き
天
使
と
悪
人
の
居

場
所
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
こ
で
永
遠
の
苦
し
み
を
味
わ
う
。

　

ま
た
一
つ
は
天
使
の
創
造
で
あ
る
。
天
使
は
神
に
仕
え
て
人
を
守
る
純

粋
に
霊
的
な
存
在
で
あ
り
、
九
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

　

天
使
の
中
か
ら
傲
慢
に
な
っ
て
神
に
背
く
者
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
に
追

随
す
る
天
使
も
い
た
。
神
は
彼
ら
に
人
を
誘
惑
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
そ

れ
は
善
人
を
懲
ら
し
め
、
悪
人
を
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
の
中
の
人

に
悪
い
行
な
い
を
改
め
て
善
い
行
な
い
を
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
人
の
創
造
で
あ
る
。
神
は
人
が
神
に
仕
え
る
こ
と
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を
求
め
た
。
た
だ
神
に
仕
え
る
こ
と
を
通
し
て
人
は
天
国
に
入
る
功
徳
を

得
る
こ
と
に
な
る
。

　

人
は
原
罪
を
犯
す
以
前
は
自
由
意
志
に
よ
り
善
い
行
な
い
を
す
る
こ
と

が
出
来
た
。
し
か
し
原
罪
を
犯
し
て
以
降
は
善
と
悪
の
両
方
に
心
が
向
く

よ
う
に
な
っ
た
。
人
は
肉
体
的
欲
望
、
世
俗
的
事
情
、
悪
し
き
霊
的
存
在

の
三
つ
の
敵
に
よ
り
誘
惑
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
二
に
神
は
主
宰
者
で
あ
る
。
神
は
天
地
、
万
物
を
創
造
し
た
後
、
そ

の
被
造
世
界
を
主
宰
す
る
。
人
間
は
主
宰
者
な
る
神
に
よ
っ
て
食
物
を
与

え
ら
れ
養
い
育
て
ら
れ
る
。

　

第
三
に
神
は
審
判
者
で
あ
る
。
人
は
死
後
、
紙
に
よ
っ
て
審
か
れ
、
善

人
の
霊
魂
は
天
国
に
入
り
、
悪
人
の
霊
魂
は
地
獄
に
落
ち
る
。

　

人
は
三
つ
の
敵
に
誘
惑
さ
れ
罪
を
犯
せ
ば
地
獄
に
落
ち
る
。
神
は
古
い

時
代
に
三
つ
の
敵
に
誘
惑
さ
れ
な
い
た
め
に
人
が
守
る
べ
き
十
戒
を
与
え

た
。
人
が
十
戒
を
守
り
抜
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
三
つ
の
敵
の
誘
惑
に
引

き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
天
国
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

す
べ
て
の
道
徳
的
行
為
の
基
準
は
十
戒
を
守
る
か
否
か
に
あ
る
。
従
っ

て
人
が
生
き
て
い
る
と
き
に
十
戒
を
守
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
死
後
に
天

国
に
入
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
地
獄
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
神
は
救
済
者
で
あ
る
。
聖
人
は
十
戒
に
つ
い
て
説
明
し
、
十
戒

を
守
る
よ
う
に
勧
め
る
。
人
は
十
戒
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
罪

を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
聖
人
は
人
間
で
あ
る
の
で
、
他
者
の
罪
を
赦
す
力

は
な
い
。
ま
た
自
分
の
罪
を
赦
す
力
も
な
い
。
人
は
罪
を
犯
し
た
状
態
の

ま
ま
天
国
に
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
神
が
人
と
な
り
自
ら
の
体

を
も
っ
て
世
界
中
の
過
去
と
現
在
か
ら
未
来
に
至
る
ま
で
の
人
々
の
罪
を

贖
っ
た
の
で
あ
る
。
人
は
罪
が
贖
わ
れ
た
結
果
、
天
国
に
入
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
罪
を
犯
し
た
場
合
は
悔
い
改
め
て
神
に
赦
し
を
願

い
、
十
戒
を
守
る
こ
と
を
決
意
す
る
な
ら
ば
、
地
獄
に
落
ち
る
こ
と
か
ら

免
れ
る
。

　
『
聖
像
略

』
の
全
体
を
通
し
て
見
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

核
心
部
分
で
あ
る
「
受
肉
」（‘ incarnatio’

）（
高
柳
俊
一
「
受
肉
」
研
究

社
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
三
巻
、
二
三
〇
頁
―
二
三
二
頁
）、「
ケ

ノ
ー
シ
ス
」（‘ K

enosis’

）（
小
高
毅
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
研
究
社
『
新
カ
ト

リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
二
巻
、
七
四
一
頁
―
七
四
二
頁
）
及
び
「
贖
い
」

（‘ redem
ptio’

）
Ｂ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
、
百
瀬
文
晃
「
贖
い
」
研
究
社
『
新

カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
一
巻
、
六
十
一
頁
―
六
十
四
頁
）
の
教
理
が

『
聖
像
略

』
の
記
述
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

　

人
は
こ
の
世
に
あ
っ
て
唯
一
で
絶
対
な
存
在
で
あ
る
神
の
み
を
礼
拝
す

る
。
そ
の
神
は
創
造
者
、
主
宰
者
、
審
判
者
に
し
て
救
済
者
で
あ
る
。
人

の
生
活
は
十
戒
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
倫
理
的
な

生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
、
死
後
天
国
に
入
る
道
が
開
か
れ
る
。

　

ま
た
『
聖
像
略

』
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
形
成
の
歴
史
に
つ
い
て

も
述
べ
ら
れ
た
。

　

主
な
る
神
は
一
六
一
九
年
前
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
、「
世
を
救
う
者
」

と
い
う
意
味
で
イ
エ
ス
と
名
づ
け
ら
れ
、
こ
の
世
で
三
十
三
年
の
間
聖
書

に
つ
い
て
教
え
、
十
二
使
徒
を
選
出
し
た
。
そ
の
後
、
昇
天
し
、
十
二
使
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徒
は
世
界
中
に
広
が
っ
て
教
え
を
伝
え
た
、
そ
の
結
果
、
千
六
百
年
余
り

の
間
に
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
の
多
く
の
国
に
伝
わ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
『
聖
像
略

』
で
は
福
音
書
と
使
徒
言
行
録
に
基
づ
い
て

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
受
肉
の
こ
と
し

か
書
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、「
功
願
完
滿
」（
五
葉
表
）
の
「
功
願
」

は
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
九
章
二
十
一
節
の
「
人
の
子
は
必
ず
多
く
の

苦
し
み
を
受
け
、
長
老
、
祭
司
長
、
律
法
学
者
た
ち
か
ら
排
斥
さ
れ
て
殺

さ
れ
、
そ
し
て
三
日
目
に
復
活
す
る
。」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
を
も
暗

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、「
功
願
完
滿
」
は
既
述
の
よ
う
に
復
活
の
出
来

事
に
つ
な
が
る
贖
い
の
成
就
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
の
形
成
の
出
発
点
は
復
活
の
出
来
事
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、『
聖
像
略

』
は
教
会
形
成
の
原
点
を
言
外
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

　

創
造
者
、
主
宰
者
、
審
判
者
な
る
神
は
過
去
、
現
在
、
未
来
に
亘
り
世

界
中
を
統
べ
治
め
る
。
神
は
人
が
神
に
仕
え
、
生
き
て
い
る
間
に
善
を
行

な
う
こ
と
を
求
め
る
。
そ
う
す
れ
ば
死
後
天
国
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
。

神
は
人
に
善
悪
の
基
準
と
し
て
十
戒
を
与
え
た
。
生
き
て
い
る
間
に
十
戒

に
違
反
し
罪
を
犯
せ
ば
死
後
地
獄
に
落
ち
る
が
、
十
戒
を
守
り
善
を
行
な

え
ば
天
国
に
入
る
。
人
が
罪
を
赦
さ
れ
天
国
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

に
、
神
は
受
肉
し
自
ら
の
体
を
も
っ
て
す
べ
て
の
人
の
罪
を
贖
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
教
え
は
や
が
て
あ
ち
こ
ち
に
広
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
宣
教
師

が
こ
の
教
え
を
伝
え
る
た
め
に
明
末
の
中
国
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
教
え
は
十
戒
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
向
上
に
至
ら
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
明
末
当
時
の
中
国
に
盛
ん
で
あ
っ
た
仏
教
は
自
己
の
道
徳

的
向
上
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
教
え
か
ら
見
る
な

ら
ば
仏
教
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
明
末
の
儒
教
に
お
い
て
「
既
成
の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
志
向

が
内
在
す
る
。」（
中
純
夫
「
無
善
無
悪
」
大
修
館
『
中
国
文
化
大
事
典
』、

一
一
五
九
頁
）
と
こ
ろ
の
無
善
無
悪
思
想
が
流
行
し
た
。
大
ま
か
に
言
っ

て
こ
れ
と
対
極
的
な
立
場
に
あ
り
、
道
徳
主
義
を
志
向
し
た
も
の
が
東
林

派
の
思
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
―
溝
口
雄
三
「
い
わ
ゆ
る

東
林
派
人
士
の
思
想
―
前
近
代
期
に
お
け
る
中
国
思
想
の
展
開
（
上
）

―
」
で
は
、
東
林
派
の
人
々
の
思
想
の
共
通
性
に
つ
い
て
「
無
善
無
悪
思

想
に
対
す
る
ア
ン
テ
ィ
の
立
場
を
一
つ
の
基
準
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
れ
を
余
り
に
規
格
ど
お
り
に
す
る
と
、
こ
れ
に
も
問
題
が
生
ず

る
。」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
七
十
五
冊
、
一
九
七
八
年
、

一
二
二
頁
）
と
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
東
林
派
の
有
力
な
人
物
で

あ
る
鄒
元
標
が
「
無
善
無
悪
思
想
に
融
和
的
で
あ
っ
た
」（
一
二
三
頁
）

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
大
勢
と
し
て
東
林
派
の
士
人
は
無
善
無
悪

思
想
に
批
判
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の

思
想
の
特
色
は
「
為
善
去
悪
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
―
内
山
俊
彦
・
馬
淵
昌
也
・
坂
元
ひ
ろ
子
「
知
」
の
中
の
「
格

物
致
知
」
の
項
に
は
、「
王
守
仁
の
後
継
者
の
間
で
は
、
良
知
の
存
在
様

態
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
生
じ
た
。」（
東
京
大
学
出
版
会
『
中
国

思
想
文
化
事
典
』、
三
二
四
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
陽
明
の
後
継
者
の
中
に
、
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「
良
知
の
発
現
は
完
全
だ
が
為
善
去
悪

0

0

0

0

の
実
践
や
良
知
へ
の
意
識
の
集
中

な
ど
は
不
可
欠
だ
と
す
る
者
」（
三
二
四
頁
）
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
東

林
派
は
こ
の
後
継
者
の
系
譜
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
―
。

　

明
末
中
国
に
「
天
主
教
」
と
い
う
名
で
伝
え
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
は
十

戒
を
基
底
と
す
る
道
徳
主
義
の
意
義
を
説
い
た
。
明
末
中
国
に
は
「
無
善

無
悪
」
思
想
が
流
行
し
た
。
こ
れ
に
抗
し
て
東
林
派
は
「
為
善
去
悪
」
と

い
う
語
で
示
さ
れ
得
る
よ
う
な
道
徳
主
義
を
主
張
し
た
。「
天
主
教
」
と

い
う
名
の
明
末
中
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
自
ら
の
道
徳
主
義
を
「
為
善
去

悪
」
と
い
う
語
で
表
わ
し
た
。

　

こ
の
「
為
善
去
悪
」
と
い
う
語
を
介
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
道
徳
主
義
と

東
林
派
の
道
徳
主
義
は
互
い
に
共
鳴
し
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
道
徳
主
義
は
明
末
の
中
国
思
想
の
世
界
に
受
容
さ
れ
得
た
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
道
徳
主
義
の
基
底
に
は
十
戒
が
あ
る
。
十
戒
の
説
く
社
会
倫
理
は

唯
一
で
絶
対
な
る
神
へ
の
信
仰
に
収
斂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
聖
像
略

』

は
こ
の
二
つ
を
中
心
に
し
て
楕
円
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
的
世
界
を
表

わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
続
）。

　
　

追
記　

一

　

ド
ゥ
ー
デ
ィ
ン
ク
氏
の
論
文
「
キ
リ
ス
ト
教
文
書
の
著
者
と
し
て
の
徐

光
啓
像
」（‘ The Im

age of X
u G

uanggi as A
uthor of C

hristian texts’

）

の
注
の
九
十
六
の
中
で
、『
聖
像
畧
説
』
を
批
判
し
た
智
旭
の
『
天
學
初

徴
』
の
二
十
二
の
論
点
の
う
ち
、
第
十
六
と
第
十
七
に
対
応
す
る
箇
所
は

一
六
一
五
年
版
と
一
六
一
九
年
版
の
い
ず
れ
の
も
の
に
も
欠
け
て
い
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（Statecraft and intellectual renew

al in lete 

M
ing C

hina , ed by C
atherine Jam

i, B
rill, 2001, p.128

）。

　
「
金
閶

史
鍾
始
聲
振
之
甫
著　

新
安
夢
士
程
智
用
用
九
甫
評
」
の

『
天
學
初
徴
』（『
闢
邪
集
』
所
収
）
の
「
其
不
通
者
十
六
」
は
、「

謂
天

堂
地
獄
皆
大
、
可
以
並
容
何

佛
氏
之
說
。」（
四
葉
裏
〔
臺
灣
學
生
書
局

『
天
主
敎
東
傳
文
獻
續
編
㈡
』、
九
二
〇
頁
〕）
で
あ
り
、
そ
の
右
横
に
書

き
込
み
と
思
わ
れ
る
「
佛
氏
天
堂
地
獄
有
出
有
入
所
以
為
通
彼
云
惟
入
不

出
尤
為
不
通
」（
同
葉
〔
同
頁
〕）
と
い
う
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
天
主
聖
像
略

』
の
中
に
は
「
天
堂
地
獄
皆
大
、
可
以
並
容
。」
登
い

う
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
智
旭
が
『
聖
像
畧
說
』
の
論
旨
を
押
え
て
そ
れ

を
ま
と
め
て
書
い
た
可
能
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
「
其
不
通
者
十
七
」
は
、「
又
彼
謂
佛
氏
所
稱
三
千
大
千
、

世
界
、
人
所
不
見
、
便
是

唐
、
今
彼
所
稱
天
堂
地
獄
又
誰
見
之
。」（
五

葉
表
〔
九
二
一
頁
〕）
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
「
三
千
大
千
、

世
界
」
と
は
中
村
元
他
編
『
岩
波
仏

教
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
は
「
古
代
イ
ン
ド
人
の
世
界
観
に

よ
る
全
宇
宙
。」（「
三
千
大
千
世
界
」、
三
二
二
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
後
者
は
「
華
厳
経
に
説
か
れ
る
仏
の
世
界
。
…
…
毘
盧
遮
那
仏
が
菩

薩
で
あ
っ
た
は
る
か
な
過
去
の
世
か
ら
の
誓
願
と
修
行
に
よ
っ
て
飾
り
浄

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。」（「
蓮
華
蔵
世
界
」、
八
四
二
頁
）
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
仏
教
の
宇
宙
観
を
示
し
た
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

165
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『
天
主
聖
像
略

』
で
は
仏
教
批
判
は
最
後
の
部
分
（
七
葉
表
）
に
登

場
す
る
。
そ
こ
で
は
布
施
、
施
斎
、
紙
銭
と
い
う
よ
う
な
明
末
の
中
国
仏

教
の
実
践
的
な
形
態
が
対
象
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
象
的
批
判
で
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
三
千
大
千
世
界
」
や
「
華
蔵
世
界
」
の
よ
う
な
概
念
は
仏

教
の
教
義
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
批
判
す
る
と
な

れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
の
本
質
的
批
判
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク

に
つ
い
て
そ
の
輪
郭
を
示
そ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
『
天
主
聖
像
略

』
の
意
図
と
は
即
応
し
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
か
ら
の
仏
教
の
教
義
へ
の
本
格
的
批
判
と
な
れ
ば
、

方
豪
に
よ
り
「
徐
光
啓
作
」（『
天
主
敎
東
傳
文
獻
續
編
㈠
』
の
解
説
の
部

の
二
十
一
頁
）
と
さ
れ
る
『
闢
妄
』
や
楊
廷
筠
の
作
と
さ
れ
る
（
同
書
解

説
、
十
三
頁
）『
天
釋
明
辨
』
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
は
「
三
千
大

千
世
界
」
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、「
華
蔵
世
界
」
へ
の
言
及
は
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
『
天
主
聖
像
略

』
に
は
『
天
學
初
徴
』
に
記
し
て
あ

る
と
こ
ろ
の
文
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
は
ド
ゥ
ー
デ
ィ
ン
ク
氏
の
論
文
の

指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

追
記　

二

　
『
天
主
聖
像
略

』
の
六
葉
表
に
「

得
人
識4　

天4

主4　

惡
爲
善
、

以
免
地
獄
、
升
天
堂
、」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
神
を
知
る
こ

と
が
道
徳
的
な
善
行
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
善
行
に
よ
り
宗
教
的
な
救

済
に
至
る
と
さ
れ
る
。

　

三
葉
表
の
「
人
不
識
認

4

4　

天4

主4

、
不
能
力

善
道
、」
と
い
う
箇
所
は

同
様
な
観
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
見
る
と
、「
人
、

神
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
善
を
な
す
能
わ
ず
。」
と
い
う
訳
文
が
思
い
浮
か
び
、

次
に
こ
れ
は
聖
書
の
中
の
一
節
か
、
或
い
は
神
学
的
な
公
理
（axiom

）

の
一
つ
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
「
識
認　

天

主
」
と
い
う
語
句
は‘ C

ognito D
ei’

（「
神
認
識
（
天
主
の
認
識
）」〔「
索

引
」
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典　

Ⅴ
』、
二
三
八
頁
）
と
い
う
神
学

概
念
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の‘ C

ognito D
ei’

は

輔
仁
神
學
著
作
編
譯
會
『
神
學
詞
語
彙
編
』（
光
啓
文
化
事
業
）
で
は
、

「
天
主
的
認
識
、
對
天
主
的
認
識
﹇
天
﹈
上
帝
的
認
識
、
對
上
帝
的
認
識

﹇
基
﹈」（
一
九
一
頁
。﹇
天
﹈
は
天
主
教
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
を
、
ま

た
﹇
基
﹈
は
基
督
教
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
）
と
い
う
中
国
語
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。

　

訳
者
は
教
文
館
か
ら
出
て
い
る
Ｚ
・
イ
エ
ー
ル
監
修
・
近
藤
司
朗
編
集

『
新
共
同
訳　

旧
約
聖
書
語
句
事
典
』、『
新
共
同
訳　

旧
約
聖
書
続
編
語

句
事
典
』、『
新
共
同
訳　

新
約
聖
書
語
句
事
典
』
に
よ
っ
て
聖
書
の
中
の

「
知
る
」
と
い
う
語
の
用
例
を
見
て
み
た
け
れ
ど
も
、『
天
主
聖
像
略

』

の
三
葉
表
の
よ
う
な
語
句
に
辿
り
着
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
き
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
管
区
長
補
佐
の
山
岡
三
治
神
父
様

に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
七
年
六
月
二
十
一
日
の
電
子
メ
ー
ル
に

て
聖
書
に
は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
も
の
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
旨
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来

た
。

　

訳
者
は
さ
ら
に
ド
イ
ツ
のSankt A

ugustin

在
住
のM

onum
enta 
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Senca

編
集
長
（Editor-in-C

hief

）
で
あ
ら
れ
る
神
言
会
のZbigniew

神
父
様
に
、『
天
主
聖
像
略

』
の
三
葉
表
の
語
句
と
同
一
、
或
い
は
類

似
の
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
直
截
に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
七

年
九
月
二
十
二
日
の
電
子
メ
ー
ル
に
て
そ
れ
は
十
五
、十
六
世
紀
に
ス
ペ

イ
ン
語
、
ラ
テ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
要
理
関
係
の
著

作
、
要
理
書
の
中
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
旨
の
教
示
を

頂
戴
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

し
か
し
訳
者
は
怠
惰
に
も
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
教
示
さ
れ
た
と

こ
ろ
の
要
理
関
係
の
著
作
や
要
理
書
に
当
た
ら
ず
に
い
る
こ
と
を
告
白
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

つ
ぎ
に
訳
者
は
『
天
主
聖
像
略

』
の
三
葉
表
の
語
句
の
根
源
的
在
処

に
つ
い
て
長
年
、
創
文
社
発
行
の
『
神
学
大
全
』（Sum

m
a theologiae

）

の
翻
訳
に
携
わ
っ
て
来
ら
れ
た
日
本
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（Thom
as A

quinas

）
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
ら
れ
る
稲
垣
良
典
先
生
に

お
尋
ね
し
た
。
そ
の
後
、
稲
垣
先
生
か
ら
ご
返
書
を
頂
戴
し
、
ご
教
示
を

得
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

二
〇
一
七
年
十
一
月
四
日
付
の
お
手
紙
を
通
し
て
、「
…
…
私
に
も
す

ぐ
に
思
い
つ
く
よ
う
な
典
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
福
音
書
の
い
わ
ゆ
る
富

め
る
青
年
の
話
（
マ
タ
イ
19
・
16
―
22
、
マ
ル
コ
10
・
17
―
22
、
ル
カ

18
・
18
―
23
）
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
…
…
…

し
か
し
、『
神
を
知
ら
ざ
れ
ば
善
を
爲
し
え
な
い
』
と
い
う
教
え
は
旧
約

で
も
神
は
慈
し
み
と
憐
れ
み
に
滿
ち
た
方
、
す
な
わ
ち
善
そ
の
も
の
で
あ

る
と
教
え
て
お
り
、
新
約
で
は
神
は
愛ア
ガ
ペで
あ
る
、
つ
ま
り
善
と
恵
み
に
滿
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ち
た
方
で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
の
で
善
を
爲
そ
う
と
す
る
者
は
神
に
、

具
体
的
に
は
人
と
な
ら
れ
た
神
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
え
と
い
う
誡
め
は
キ
リ

ス
ト
を
信
じ
る
者
な
ら
誰
で
も
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
言
え
な

い
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
教
示
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

こ
れ
は
訳
者
の
理
解
し
得
る
限
り
に
お
い
て
、『
天
主
聖
像
略

』
の

三
葉
表
の
語
句
は
キ
リ
ス
ト
者
に
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
る
自
明
の
真
理
で

あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
あ
ら
ゆ
る
神
学
的
営
為
の
前
提
と
な
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
訳
者
は
『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
一
巻
に
て
「
識
」
と
「
識
認
」

の
意
味
を
調
べ
て
み
た
。

　
「
識
」
の
第
二
の
字
義
の
項
に
は
「
認
識
；
識
別
。」（
四
二
一
頁
）
と

あ
り
、
用
例
と
し
て
李
白
の
「
与
韓
荊
州
書
」
の
中
の
一
節
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
（
同
頁
）。
そ
の
前
の
部
分
も
入
れ
る
と
、「
白
聞
天
下
談
士
相
聚

而
言
曰
：
生
不
用
万
戸
侯
、
但
願
一
識0

韓
荊
州
。」（
鮑
方
校
点
『
李
白
全

集
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
四
〇
頁
）
と
な
る
。

　

金
文
京
『
李
白
―
漂
泊
の
詩
人　

そ
の
夢
と
現
実
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
）
は
第
Ⅱ
部
「
作
品
世
界
を
読
む
」
の
第
二
章
「
壮
遊
時

代
」
の
「
地
方
官
へ
の
手
紙
―
安
陸
で
の
就
職
運
動
」
の
箇
所
で
こ
の
手

紙
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
…
…
韓
荊
州
と
は
開
元

二
二
年
（
七
三
四
）
に
荊
州
長
史
兼
襄
州
（
安
州
の
西
）
刺
史
で
あ
っ
た

韓
州
朝
宗
と
い
う
人
物
で
、
…
…
多
く
の
人
物
を
朝
廷
に
推
薦
し
た
こ
と

で
有
名
で
あ
っ
た
。
後
世

0

0

、
人
に
自
分
の
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

『
識0

荊0

』
と
言
う

0

0

0

の
は
、
李
白
の
こ
の
文
章
に
由
来
す
る
が
、
李
白
自
身
は
韓



愛知大学　言語と文化　No. 39

（23）

朝
宗
に
名
前
を
記
憶
さ
れ
、
推
薦
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。」（
一
四
五

頁
―
一
四
六
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
識
」
は
人
を

個
人
的
に
知
る
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
「
識
認
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
第
二
の
語
義
の
項
に
「
認

識
、
相
識
。」（
同
巻
、
四
二
六
頁
）
と
あ
り
、
用
例
の
一
つ
に
清
の
銭
泳

の
『
履
園
叢
話
』
の
「
旧
聞
」「
沈
百
五
」
の
中
の
一
節
が
挙
げ
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
前
後
の
関
連
す
る
部
分
ま
で
入
れ
る
と
、「
明
末
崇
明
有
沈

百
五
者
、
名
廷
揚
、
號
五
梅
、
家
甚
富
、

遇
洪
承
疇
于
客
舍
。
是
時
洪

年
十
二
三
、
相
貌
不
凡
、
沈
以
爲
非
常
人
、
見
其
窮
困
、
延
之
至
家
、
并

延
其
父
爲
西
席
、
卽
課
承
疇
。
故
承
疇
感
德
、
嘗
呼
沈
爲
伯
父
。
…
…
不

數
年
承
疇
已
歸
順
本
朝
、
百
五
獨
不
肯
、
脱
身
走
海
、
尚
圖
結
援
、
爲
大

兵
所
獲
。
洪
往
諭
降
、
百
五
故
作
不
識0

認0

、
曰
：
『
吾
眼
已
瞎
、
汝
爲

誰
?
』」（「
叢
話
一
」「
舊
聞
」「
沈
百
五
」
銭
泳
撰
、
張
偉
校
点
『
履
園

叢
話
』〔
上
〕〔
清
代
史
料
筆
記
叢
刊
〕
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
二
頁

―
三
頁
）
と
な
る
。

　

こ
れ
は
明
清
鼎
革
時
の
哀
切
た
る
逸
話
の
一
部
で
あ
る
。「
識
認
」
と

い
う
語
の
用
法
を
こ
れ
ほ
ど
美
事
に
教
え
て
く
れ
る
用
例
は
な
い
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
沈
百
五
は
か
つ

て
目
を
か
け
た
旧
知
の
洪
承
疇
が
沈
に
清
朝
へ
の
投
降
を
勧
め
る
こ
と
に

抗
し
て
、
洪
の
こ
と
を
「
識
認
」
し
な
い
態
度
を
示
す
の
で
あ
る
。「
識

認
」
と
い
う
語
が
個
人
的
に
相
手
の
こ
と
を
知
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ

と
を
如
実
に
示
す
用
例
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
天
主
聖
像
略

』
の
三
葉
表
の
語
句
の
中
の

「
識
認
」
と
い
う
語
も
ま
た
同
じ
意
味
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、「
識
認　

天
主
」
と
は
神
を
知
的
に
知
る
こ
と
で
は
な

く
、
神
を
人
格
的
に
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
神
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
三
葉
表
の
語
句
は
全
体
と

し
て
「
神
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
善
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う

ほ
ど
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

追
記　

三

　

前
稿
（「
訳
者
補
足　

続
の
八
」
の
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
の

『
霊
操
』
の
第
一
週
の
「
根
源
と
礎
」（
岩
波
文
庫
、
二
十
三
頁
）
の
中
の

文
は
粕
谷
甲
一
『
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
⑧　

新
し
い
霊
性
を
求
め
て
』

（
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
二
〇
一
七
年
）
の
第
一
章
の
「
２
．『
霊
操
』
の
出
発

点
の
問
題
」（
十
五
頁
―
十
七
頁
）
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま

た
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
と
い
う
神
学
概
念
に
つ
い
て

は
、
同
著
者
の
『
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
⑦　

殉
教
と
こ
ろ
び
を
越
え

て
』（
傍
点
、
原
著
者
注
）（
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
二
〇
一
七
年
）
の
中
に
随

所
に
出
て
来
る
記
述
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
記
し
て
感
謝
す
。
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